
第１１回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

１ 議案の数及び名称 

 議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ １４ ７ ２２ 

 議案の名称 

＜予算＞ 

議案第 ６６号  令和元年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第 ６７号  尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第 ６８号  尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例について

議案第 ６９号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例について 

議案第 ７０号  尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

議案第 ７１号  尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第 ７２号  尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

議案第 ７３号  尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第 ７４号  尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

議案第 ７５号  尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例について 

議案第 ７６号  尼崎市住宅政策審議会条例について 

議案第 ７７号  尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例及び尼崎市

指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例について 

議案第 ７８号  尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 
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議案第 ７９号  尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 ８０号  尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第 ８１号  財産の譲与について 

議案第 ８２号  工事請負契約の変更について（旧若草中学校解体工事） 

議案第 ８３号  指定管理者の指定について（尼崎市立ユース交流センター） 

議案第 ８４号  事業契約の変更について（市営武庫３住宅第１期建替事業） 

議案第 ８５号  市道路線の認定及び廃止について 

議案第 ８６号  物件の買入れについて（３５ｍはしご付消防自動車） 

議案第 ８７号  物件の買入れについて（高規格救急自動車） 

２ その他の報告 

 平成３０年度尼崎市繰越明許費に係る歳出予算の経費の繰越し 

３３事業  ２，７４２，３５４千円  

 平成３０年度尼崎市事故繰越しに係る歳出予算の経費の繰越し 

１事業    １８９，３００千円  

 平成３０年度尼崎市水道事業会計継続費の繰越額の使用 

１事業    ４４６，８２６千円  

 平成３０年度尼崎市水道事業会計予算の繰越額の使用 

２事業  １，１０６，９１８千円  

 平成３０年度尼崎市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用 

３事業    １０４，２９２千円  

 平成３０年度尼崎市下水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業  １，１８８，２９３千円  

 平成３０年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算の繰越額の使用 

４事業  １，２９０，９３９千円  

 議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    １件     ８３７，５７９円 

その他の事故  ８件   ２，９１２，０３９円 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市副市長の選任 

・ 尼崎市固定資産評価員の選任 
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第１１回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第６６号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和元年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

内       容

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

205,000,000 18,855 205,018,855

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

国庫支出金 5,326 総務費 5,326

繰入金 10,000 教育費 13,529

繰越金 3,529

合 計 18,855 合 計 18,855

３ 債務負担行為 

追加                             

事  項 期  間 限 度 額 

尼崎市立学校給食センター

整備運営事業 
令和 18 年度 

11,379,000 千円に金利変動等に

伴う増減額を加算した額 

４ 補正予算の内容 

  ＰＦＩ法に基づき、尼崎市立学校給食センター整備運営事業を推進するにあたり、

施設整備や運営等に係る経費を債務負担行為として設定するほか、いじめ等に関する

問題や悩み事を匿名で報告できるアプリケーションを全市立中学校に導入するなど

を行う。費目別事業概要は別紙のとおり。 
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別 紙 

費目別事業概要 

総務費 5,326 千円 

尼崎市文化振興財団補助金 

文化芸術による地方創生等を目的とした補助金を活用し、尼崎

城における薪能の開催などのため、尼崎市文化振興財団に対し

て補助金を増額する。 

5,326 千円 

教育費 13,529 千円 

心の教育相談事業費 

いじめ等に関する問題や悩み事を、いじめを受けている生徒や

傍観者などが教育委員会に匿名で報告できる環境を構築するた

めのアプリケーションを全市立中学校において導入する。 

3,529 千円

図書館サービス網関係事業費 

ユース交流センターへ本を寄贈することを目的とした寄付を受

けたことにより、ユース交流センターに配架する図書の購入な

どを行う。 

10,000 千円

7



8



（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６７号 所 管 小田地域課 

件 名
尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

内       容

１ 改正理由 

  現在、複合施設新築工事を進めている尼崎市立小田南生涯学習プラザについて、工

事完了後の移転に合わせて、位置及び使用料の変更を行うもの。 

２ 改正内容 

 位置 

「尼崎市長洲本通１丁目１５番３８号」から「尼崎市長洲中通１丁目６番１０号」

に改める。 

 使用料 

既に複合施設として供用を開始している他の生涯学習プラザの使用料を参考に、

移転後の小田南生涯学習プラザの使用料を設定する。 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行

(名称及び位置) 

第３条 プラザの名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

尼崎市立小田南生涯

学習プラザ 

尼崎市長洲中通 1丁目

6番 10 号 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで

尼崎市

立小田

南生涯

学習プ

ラザ 

ホール 8,500

円

11,300

円

17,000

円

大会議室

１ 

3,100

円

4,200

円

6,200

円

大

会

議

室

２

全面使

用 

3,100

円

4,200

円

6,200

円

2分の 1

面使用 

1,500

円

2,100

円

3,100

円

小会議室 1,500

円

2,100

円

3,100

円

学習室 900 円 1,200

円

1,800

円

 (名称及び位置) 

第３条 プラザの名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

尼崎市立小田南生涯

学習プラザ 

尼崎市長洲本通 1丁目

15 番 38 号 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで

尼崎市

立小田

南生涯

学習プ

ラザ 

ホール 8,300

円

10,900

円

16,600

円

教室 800 円 1,100

円

1,600

円

大

会

議

室

全面使

用 

2,500

円

3,400

円

5,000

円

2分の1

面使用 

1,300

円

1,700

円

2,500

円

小会議室 1,200

円

1,600

円

2,400

円

大広間 4,100

円

5,400

円

8,200

円
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実習室 1,800

円

2,500

円

3,700

円

音楽室 2,600

円

3,400

円

5,200

円

和室 1,200

円

1,600

円

2,400

円

料理教室 1,200

円

1,600

円

2,400

円
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６８号 所 管 給与課 

件 名
尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例について 

内       容

１ 制定理由 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の

施行により、一般職非常勤職員として位置付けられる会計年度任用職員制度が新たに

導入されることを受け、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当について定

めるため条例を制定するもの。 

２ 主な制定内容 

 条例の趣旨（第１条） 

   一般職非常勤職員（フルタイムの会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員を

除く。以下「職員」という。）の報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項

を定める。 

 報酬（第２条） 

   職員には、尼崎市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）に規定

する給料に相当する基本報酬並びに給与条例適用者に支給する地域手当、特殊勤務

手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び初任給調整手当に相当す

る手当相当報酬を支給する。 

   基本報酬の額は、職員の職務の複雑性、困難性及び特殊性、責任の軽重等に応じ、

かつ、給与条例適用者に支給される給料の額との権衡を考慮して、行政職給料表４

級最高号給の額を超えない範囲内で、市長等が定める額とする。また、手当相当報

酬の額は、給与条例適用者に支給される手当の額との権衡を考慮して、市長等が定

める額とする。 

 費用弁償（第３条） 

   職員には、給与条例適用者との権衡を考慮して、その費用弁償として通勤に要す

る費用及び旅費を支給する。 

 期末手当（第４条） 

   ６月１日又は１２月１日に在職する職員のうち市長等が定める者には、給与条例

適用者との権衡を考慮して期末手当を支給する。 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６９号 所 管
給与課ほか各人事給与制

度所管課 

件 名
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例について 

内       容

１ 改正理由 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の

施行により、職員の臨時的任用が厳格化されるとともに、一般職非常勤職員として位

置付けられる会計年度任用職員制度が新たに導入されることを受け、関係条例におい

て法改正の趣旨を踏まえた所要の整備を行うもの。 

２ 改正の対象となる条例 

 尼崎市職員退職手当支給条例 

 尼崎市職員の分限に関する条例 

 尼崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

 尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

 尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 尼崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 尼崎市職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの処遇等に関する

条例 

 尼崎市職員の育児休業等に関する条例 

 尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 

 尼崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 尼崎市消防職員の特殊勤務手当に関する条例 

 尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例 

 尼崎市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例 

３ 主な改正内容 

 勤務条件、育児休業、分限及び懲戒等に係る規定について、会計年度任用職員に

対して適用させるための整備を行う。 

 臨時的任用職員を各関係条例における規定の適用外としている現行の取扱いに

ついて、常勤職員と同様の取扱いとするよう改める。 

 法規定の引用部分における項ずれ等に対応するための整備を行う。 

４ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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尼崎市職員退職手当支給条例（第１条関係） 

改正後 現 行

（適用の範囲等） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第２項に規定する一般職に属す

る市の職員（市長が別に定める者を除く。以

下「職員」という。）が退職した場合には、

この条例の定めるところにより、その者（死

亡による退職の場合には、その遺族）に対し、

退職手当を支給する。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する者には、第２条から第４条

の３まで、第５条から第５条の５まで並びに

第７条及び第７条の２の規定による退職手

当（以下「一般の退職手当」という。）は、

支給しない。 

 地方公務員法第２８条の４第１項、第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された

者 

（削る） 

 略 

附 則 

８ 令和４年３月３１日以前に退職した職員

に対する第８条第１０項の規定の適用につ

いては、同項中「第２８条まで」とあるのは

「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第

２号ア中「イ」とあるのは「イ及びウ」と、

同号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規

定する厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、市長が指導基

準に照らして再就職を促進するために必要

な職業指導を行うことが適当であると認め

るもの」とあるのは「 

 イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者で、同法第２４条の２第１項第２

（適用の範囲等） 

第１条 本市職員（別に定めるものを除く。以

下「職員」という。）が退職した場合には、

この条例の定めるところにより、その者（死

亡による退職の場合には、その遺族）に対し、

退職手当を支給する。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する者には、第２条から第４条

の３まで、第５条から第５条の５まで並びに

第７条及び第７条の２の規定による退職手

当（以下「一般の退職手当」という。）は、

支給しない。 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の４第１項、第２８条の５第

１項又は第２８条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用された者 

 臨時的に任用される者 

 略 

附 則 

８ 平成３４年３月３１日以前に退職した職

員に対する第８条第１０項の規定の適用に

ついては、同項中「第２８条まで」とあるの

は「第２８条まで及び附則第５条」と、同項

第２号ア中「イ」とあるのは「イ及びウ」と、

同号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規

定する厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、市長が指導基

準に照らして再就職を促進するために必要

な職業指導を行うことが適当であると認め

るもの」とあるのは「 

 イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者で、同法第２４条の２第１項第２
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号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、市長が指導

基準に照らして再就職を促進するために

必要な職業指導を行うことが適当である

と認めるもの 

 ウ 特定退職者で、雇用保険法附則第５条第

１項に規定する地域内に居住し、かつ、市

長が指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業指導を行うことが適

当であると認めるもの（アに該当する者を

除く。） 

  」とする。 

号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、市長が指導

基準に照らして再就職を促進するために

必要な職業指導を行うことが適当である

と認めるもの 

 ウ 特定退職者で、雇用保険法附則第５条第

１項に規定する地域内に居住し、かつ、市

長が指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業指導を行うことが適

当であると認めるもの（アに該当する者を

除く。） 

  」とする。 
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尼崎市職員の分限に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２８条第３項及び第４項の規定に基づき、法

第３条第２項に規定する一般職に属する市

の職員（法第２９条の２第１項各号のいずれ

かに該当する者を除く。以下「職員」という。）

の意に反する降任、免職及び休職の手続、当

該休職の効果その他職員の分限について必

要な事項を定めるものとする。 

（休職の効果） 

第３条 法第２８条第２項第１号に該当する

場合における休職の期間は、３年（法第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）に該

当する職員にあっては、同条第２項の規定に

より定められた任期。以下同じ。）を超えな

い範囲内において、休養を要する程度に応

じ、個々の場合について任命権者が定める。

２ 前項の規定により定められた休職の期間

が３年に満たない場合には、その休職を発令

した日から引き続き３年を超えない範囲内

において、これを更新することができる。 

３ 任命権者は、休職の期間（前項の規定によ

り更新された期間を含む。）中であつても、

その事故が消滅したと認められるときは、速

やかに、復職を命じなければならない。 

４ 法第２８条第２項第２号に該当する場合

における休職の期間は、当該休職に係る刑事

事件が裁判所に係属している期間とする。 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２８条第３項及び第４項の規定に基き、本市

職員（以下「職員」という。）の意に反する

降任、免職及び休職の手続及び効果その他職

員の分限に関し規定することを目的とする。

（休職の効果） 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該

当する場合における休職の期間は、３年をこ

えない範囲内において、休養を要する程度に

応じ、個々の場合について任命権者が定め

る。 

２ 前項の規定により定めた休職の期間が３

年に満たない場合には、その休職を発令した

日から引続き３年をこえない範囲内におい

て、これを更新することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定による休職の期

間中であつてもその事故が消滅したと認め

られるときは、すみやかに復職を命じなけれ

ばならない。 

４ 法第２８条第２項第２号の規定に該当す

る場合における休職の期間は、当該刑事事件

が裁判所に係属する間とする。 
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尼崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（第３条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２９条第４項の規定に基づき、法第３条第２

項に規定する一般職に属する市の職員（以下

「職員」という。）の懲戒の手続及び効果に

について必要な事項を定めるものとする。 

（減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給

料の月額（法第２２条の２第１項第１号に該

当する職員にあっては、給料に相当する報酬

の額）の１０分の１に相当する額以下の額を

減ずるものとする。 

２ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第１５条第１項に規定する企業職員又は

法第５７条に規定する単純な労務に雇用さ

れる職員に該当する職員に係る減給は、前項

の規定にかかわらず、１回の額が労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第１２条第１項

に規定する平均賃金の１日分の半額を超え

ない範囲内で、減ずるものとする。ただし、

１月における減給の総額は、その月における

給与の総額の１０分の１を超えてはならな

い。 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２９条第４項の規定に基づき、職員の懲戒の

手続及び効果に関し規定することを目的と

する。 

（減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下給料の月額

の１０分の１以下を減ずるものとする。 

２ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第１５条に規定する職員に係る減給は、

前項の規定にかかわらず、１回の額が労働基

準法（昭和２２年法律第４９号）第１２条に

規定する平均賃金の１日分の半額をこえな

い範囲内で、減ずるものとする。但し、１月

間の減給の総額は、その月における給与の総

額の１０分の１をこえてはならない。 
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尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（第４条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２４条第５項の規定に基づき、法第３条第２

項に規定する一般職に属する市の職員（以下

「職員」という。）の勤務時間その他の勤務

条件について必要な事項を定めるものとす

る。 

（非常勤の職員の勤務条件） 

第２１条 非常勤の職員（再任用短時間勤務職

員を除く。以下同じ。）の勤務時間その他の

勤務条件については、第２条から前条までの

規定にかかわらず、その職務の性質、勤務の

形態、非常勤の職員以外の職員との権衡その

他の事情を考慮して、市長が、又は市長以外

の任命権者が市長と協議して定める。 

（委任） 

第２２条 略 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２４条第５項の規定に基づき、職員の勤務時

間その他の勤務条件について必要な事項を

定めるものとする。 

（委任） 

第２１条 略 
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尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（第５条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第３８条第４項の規定に基づき、法第１５条

第１項に規定する企業職員で市が経営する

企業に属するもの（以下「企業職員」という。）

の給与の種類及び基準を定めるほか、企業職

員の給与について必要な事項を定めるもの

とする。 

（給与の種類） 

第２条 常勤の企業職員及び地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める企業

職員（以下これらの企業職員を「職員」とい

う。）の給与の種類は、給料及び手当とする。

（特定非常勤職員の給与） 

第１５条 職員以外の企業職員（以下「特定非

常勤職員」という。）の給与の種類は、次に

掲げる特定非常勤職員の区分に応じ、当該号

に定めるものとする。 

 地方公務員法第２２条の２第１項第１

号に該当する特定非常勤職員 報酬（給料

に相当する報酬並びに地域手当、特殊勤務

手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当及び宿日直手当に相当する報

酬をいう。）及び期末手当 

 前号に掲げる特定非常勤職員以外の特

定非常勤職員 報酬 

２ 特定非常勤職員の給与の基準は、その業務

の特殊性、職員に支給される給与との権衡そ

の他の事情を考慮して、管理者が定める。 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第３８条第４項の規定に基づき、法第１５条

第１項に規定する企業職員で市が経営する

企業に勤務するもの（以下「企業職員」とい

う。）の給与の種類及び基準を定めるほか、

企業職員の給与について必要な事項を定め

るものとする。 

（給与の種類） 

第２条 常時勤務を要する企業職員（臨時的に

任用された者を除く。）及び地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める企業

職員（以下これらの企業職員を「職員」とい

う。）の給与の種類は、給料及び手当とする。

（職員以外の企業職員の給与） 

第１５条 職員以外の企業職員の給与につい

ては、職員の給与との権衡を考慮して支給す

る。 
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尼崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（第６条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０３条の２第２項ただし

書及び第５項の規定に基づき、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項

に規定する特別職に属する市の職員で非常

勤のもの（市議会議員を除く。以下「特別職

の職員」という。）の報酬及び費用弁償につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

付 則 

（削る） 

５ 略 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０３条の２第２項ただし

書及び第４項の規定に基づき、本市の特別職

の職員で非常勤のもの（市議会議員を除く。

以下「特別職の職員」という。）の報酬及び

費用弁償について必要な事項を定めるもの

とする。 

付 則 

５ 一般職の職員で非常勤のものの費用弁償

については、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２４条第５項の規定に基づく

条例が制定施行されるまでの間は、第６条及

び別表の規定を準用する。 

６ 略 
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尼崎市職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの処遇等に関する条例（第７条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、外国の地方公共団体の機

関等に派遣される一般職の地方公務員の処

遇等に関する法律（昭和６２年法律第７８

号。以下「法」という。）第２条第１項及び

第７条の規定に基づき、外国の地方公共団体

の機関等に派遣される職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項

に規定する一般職に属する市の職員をいう。

以下同じ。）の処遇等について必要な事項を

定めるものとする。 

（職員の派遣） 

第２条  

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次の各号に掲げる職員とする。 

 非常勤の職員 

 地方公務員法第２２条に規定する条件

付採用の期間中の職員（市長が別に定める

職員を除く。） 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、外国の地方公共団体の機

関等に派遣される一般職の地方公務員の処

遇等に関する法律（昭和６２年法律第７８

号。以下「法」という。）第２条第１項及び

第７条の規定に基づき、外国の地方公共団体

の機関等に派遣される職員の処遇等につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（職員の派遣） 

第２条  

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次の各号に掲げる職員とする。 

 非常勤職員 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条第１項に規定する条件付採用

の期間中の職員（市長が定める職員を除

く。） 
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尼崎市職員の育児休業等に関する条例（第８条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「法」という。）第２条第１項、第３条第

２項、第５条第２項（第１２条及び第１９条

第３項において準用する場合を含む。）、第７

条、第１０条第１項及び第２項（第１１条第

２項において第１０条第２項を準用する場

合を含む。）並びに第１９条第１項及び第２

項の規定に基づき、職員（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規

定する一般職に属する市の職員をいう。以下

同じ。）の育児休業等について必要な事項を

定めるものとする。 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 法第２条第１項本文の条例で定める

職員は、次のとおりとする。 

 非常勤の職員（以下「非常勤職員」とい

う。）（次のいずれかに該当する非常勤職員

を除く。） 

  ア その養育する子（法第２条第１項に規

定する子をいう。以下同じ。）が１歳６

か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（第２条の４に規定する場

合に該当する場合にあっては、２歳に達

する日）までに、その任期（任期が更新

される場合にあっては、更新後のもの）

が満了すること及び任命権者を同じく

する職（以下「特定職」という。）に引

き続き採用されないことが明らかでな

い非常勤職員（勤務日の日数を考慮して

任命権者が別に定める非常勤職員に限

る。） 

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が１

歳に達する日（以下この号において「１

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「法」という。）第２条第１項、第３条第

２項、第５条第２項（第１２条及び第１９条

第３項において準用する場合を含む。）、第７

条、第１０条第１項及び第２項（第１１条第

２項において第１０条第２項を準用する場

合を含む。）並びに第１９条第１項及び第２

項の規定に基づき、職員の育児休業等につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 法第２条第１項本文の条例で定める

職員は、次のとおりとする。 
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歳到達日」という。）（当該子について当

該非常勤職員がする育児休業の期間の

末日とされた日が当該子に係る１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日）において育児休業をしてい

る非常勤職員に限る。） 

  ウ その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をする非常勤職員

で、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用され

ることに伴い、当該育児休業に係る子に

ついて当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとす

るもの 

（法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 法第２条第１項の条例で定める

日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日とする。 

 次号及び第３号に掲げる場合以外の場

合 非常勤職員の養育する子が１歳に達

する日（以下この条において「１歳到達日」

という。） 

 非常勤職員の配偶者（婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）が、当該非常

勤職員が養育する子に係る１歳到達日以

前のいずれかの日において当該子を養育

するために法その他の法律の規定による

育児休業（以下この条及び次条において

「地方等育児休業」という。）をしている

場合において、当該非常勤職員が当該子に

ついて育児休業をしようとする場合（当該

育児休業の期間の初日が、当該子に係る１

歳到達日の翌日後である場合又は当該地

方等育児休業の期間の初日前である場合

を除く。） 当該子が１歳２か月に達する

日（当該日が、当該育児休業の期間の初日
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から起算して、育児休業等可能日数（当該

子の出生の日から当該子に係る１歳到達

日までの日数をいう。）から育児休業等取

得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤

職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第６５条第１項及び第２項の規定によ

り勤務しなかった日数及び当該子につい

て育児休業をした日数を合計した日数を

いう。）を差し引いた日数を経過する日よ

り後の日であるときは、当該経過する日）

 １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子に係

る１歳到達日（当該子を養育する非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同

号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期

間の末日が当該子に係る１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日（当該育児

休業の期間の末日と当該地方等育児休業

の期間の末日とが異なるときは、そのいず

れかの日））の翌日（当該子に係る１歳到

達日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員で、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日）を

育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合で、次のいずれにも該当

するとき 当該子に係る１歳６か月到達

日 

  ア 当該子について、当該非常勤職員が当

該子に係る１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日が当該子

に係る１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日）において育児休業をし
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ている場合又は当該非常勤職員の配偶

者が当該子に係る１歳到達日（当該配偶

者がする地方等育児休業の期間の末日

が当該子に係る１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日）において地方

等育児休業をしている場合 

  イ 当該子に係る１歳到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継続的な

勤務のために特に必要と認められる場

合として任命権者が別に定める場合に

該当する場合 

（法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 法第２条第１項の条例で定める

場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの

子を養育するため、非常勤職員が当該子に係

る１歳６か月到達日の翌日（当該子に係る１

歳６か月到達日後の期間においてこの条に

規定する場合に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員で、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されるものにあっては、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日）を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合で、次のいずれにも該当すると

きとする。 

 当該子について、当該非常勤職員が当該

子に係る１歳６か月到達日において育児

休業をしている場合又は当該非常勤職員

の配偶者が当該子に係る１歳６か月到達

日において地方等育児休業をしている場

合 

 当該子に係る１歳６か月到達日後の期

間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場

合として任命権者が別に定める場合に該

当する場合 

（法第２条第１項ただし書の条例で定める期 （法第２条第１項ただし書の条例で定める期

27



間） 

第２条の５ 略 

（再度の育児休業をすることができる特別の

事情） 

第３条 法第２条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次のとおりとする。 

 第２条の３第３号に掲げる場合又は第

２条の４に規定する場合に該当すること。

 その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

が、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるこ

とに伴い、当該育児休業に係る子について

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとすること。 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

第６条 尼崎市職員の給与に関する条例（昭和

３２年尼崎市条例第２４号。以下「給与条例」

という。）第２１条第１項に規定するそれぞ

れの基準日に育児休業をしている職員（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

１５条第１項に規定する企業職員又は地方

公務員法第５７条に規定する単純な労務に

雇用される職員（以下「企業職員等」という。）

に該当する職員を除く。以下この条から第８

条まで及び第１４条において同じ。）のうち、

基準日以前６月以内の期間において勤務し

た期間（市長が定めるこれに相当する期間を

含む。）がある職員には、当該基準日に係る

期末手当を支給する。ただし、地方公務員法

第２２条の２第１条第１項に規定する会計

年度任用職員（以下「会計年度任用職員」と

いう。）に該当する職員については、会計年

度任用職員以外の職員に支給される期末手

当等との権衡を考慮して、市長が、又は市長

以外の任命権者が市長と協議して別に定め

間） 

第２条の３ 略 

（再度の育児休業をすることができる特別の

事情） 

第３条 法第２条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次のとおりとする。 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

第６条 尼崎市職員の給与に関する条例（昭和

３２年尼崎市条例第２４号。以下「給与条例」

という。）第２１条第１項に規定するそれぞ

れの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６月以内の期間において勤務

した期間（市長が定めるこれに相当する期間

を含む。）がある職員には、当該基準日に係

る期末手当を支給する。 
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るところにより、期末手当を支給する。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職員（会

計年度任用職員に該当する職員を除く。）の

うち、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係

る勤勉手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員（会計年度任用職

員に該当する職員を除く。）が職務に復帰し

た場合において、他の職員との均衡上必要が

あると認められるときは、その任命権者は、

別に定めるところにより、当該育児休業をし

た期間に１００分の１００以下の換算率を

乗じて得た期間を引き続き勤務したものと

みなして、その職務に復帰した日及びその日

後において最初に職員の昇給を行う日又は

そのいずれかの日に、昇給の場合に準じてそ

の者の号給を調整することができる。 

（育児短時間勤務をすることができない職員）

第９条 法第１０条第１項の条例で定める職

員は、第２条第１号及び第２号に掲げる職員

とする。 

（育児短時間勤務職員の給与の取扱い） 

第１３条 育児短時間勤務職員（企業職員等に

該当する職員を除く。以下この条において同

じ。）の給料月額は、給与条例の規定にかか

わらず、給与条例第４条又は第６条から第９

条までの規定を適用して決定された給料月

額に、その育児短時間勤務に係る１週間当た

りの勤務時間を３８.７５で除して得た数を

乗じて得た額（その額に５０円未満の端数が

あるときはこれを切り捨て、５０円以上１０

０円未満の端数があるときはこれを１００

円に切り上げる。）とする。ただし、給与条

例第１８条並びに第２１条第４項、第５項及

び第７項、職員退職手当条例第２条第１項、

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職員の

うち、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係

る勤勉手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員が職務に復帰し

た場合において、他の職員との均衡上必要が

あると認められるときは、当該育児休業をし

た期間に任命権者が別に定める１００分の

１００以下の換算率を乗じて得た期間を引

き続き勤務したものとみなして、その職務に

復帰した日及びその日後において最初に職

員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、

昇給の場合に準じてその者の号給を調整す

ることができる。 

（育児短時間勤務をすることができない職員）

第９条 法第１０条第１項の条例で定める職

員は、第２条各号に掲げる職員とする。 

（育児短時間勤務職員の給与の取扱い） 

第１３条 育児短時間勤務職員の給料月額は、

給与条例の規定にかかわらず、給与条例第４

条又は第６条から第９条までの規定を適用

して決定された給料月額に、その育児短時間

勤務に係る１週間当たりの勤務時間を３８.

７５で除して得た数を乗じて得た額（その額

に５０円未満の端数があるときはこれを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数があ

るときはこれを１００円に切り上げる。）と

する。ただし、給与条例第１８条並びに第２

１条第４項、第５項及び第７項、職員退職手

当条例第２条第１項、第３条第１項、第４条

第１項、第４条の２第１項、第４条の３、第
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第３条第１項、第４条第１項、第４条の２第

１項、第４条の３、第５条から第５条の３ま

で及び第５条の５第２項並びに教育職員退

職手当条例第３条第１項、第４条第１項、第

５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３、

第６条から第６条の３まで及び第６条の５

第２項の規定を適用する場合は、この限りで

ない。 

（部分休業をすることができない職員） 

第１５条 法第１９条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる非常勤職員以外の非常勤

職員とする。 

 地方公務員法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員 

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して任命権者が別に定める非常

勤職員（以下「特定非常勤職員」という。）

（部分休業の承認等） 

第１６条 部分休業（法第１９条第１項に規定

する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、

特定非常勤職員以外の職員にあっては１日

を通じて２時間（勤務条件条例第１３条の規

定による育児時間を与えられている職員、勤

務条件条例第２０条の規定により介護時間

を与えられている職員又は尼崎市職員の修

学部分休業に関する条例（平成３１年尼崎市

条例第６号）第２条第１項の規定による修学

部分休業（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２６条の２第１項に規定する修

学部分休業をいう。以下同じ。）の承認を受

けている職員については、２時間からその与

えられている育児時間若しくは介護時間の

時間又は当該承認に係る修学部分休業の時

間（育児時間及び介護時間を与えられている

場合、育児時間若しくは介護時間を与えら

れ、かつ、当該承認を受けている場合又は育

児時間及び介護時間を与えられ、かつ、当該

５条から第５条の３まで及び第５条の５第

２項並びに教育職員退職手当条例第３条第

１項、第４条第１項、第５条第１項、第５条

の２第１項、第５条の３、第６条から第６条

の３まで及び第６条の５第２項の規定を適

用する場合は、この限りでない。 

（部分休業をすることができない職員） 

第１５条 法第１９条第１項の条例で定める

職員は、育児短時間勤務職員とする。 

（部分休業の承認等） 

第１６条 部分休業（法第１９条第１項に規定

する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、

１日を通じて２時間（勤務条件条例第１３条

の規定による育児時間を与えられている職

員、勤務条件条例第２０条の規定により介護

時間を与えられている職員又は尼崎市職員

の修学部分休業に関する条例（平成３１年尼

崎市条例第６号）第２条第１項の規定による

修学部分休業（地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２６条の２第１項に規定す

る修学部分休業をいう。以下同じ。）の承認

を受けている職員については、２時間からそ

の与えられている育児時間若しくは介護時

間の時間又は当該承認に係る修学部分休業

の時間（育児時間及び介護時間を与えられて

いる場合、育児時間若しくは介護時間を与え

られ、かつ、当該承認を受けている場合又は

育児時間及び介護時間を与えられ、かつ、当

該承認を受けている場合又は育児時間及び
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承認を受けている場合又は育児時間及び介

護時間を与えられ、かつ、当該承認を受けて

いる場合は、それぞれ、これらの時間の合計

時間（当該合計時間が２時間を超えるとき

は、２時間））を減じて得た時間）を超えな

い範囲内で、特定非常勤職員にあっては１日

を通じてその職務の性質、勤務の形態、特定

非常勤職員以外の職員との権衡その他の事

情を考慮して任命権者が別に定める時間を

超えない範囲内で、３０分を単位として行う

ものとする。 

２ 職員（特定非常勤職員を除く。）が部分休

業の承認を受けて勤務しない場合には、給与

条例第１４条第１項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、同項に規定する

勤務１時間当たりの給与額を減額した給与

を支給する。 

３ 特定非常勤職員が部分休業を受けて勤務

しない場合には、その勤務しない１時間につ

き、特定非常勤職員以外の職員との権衡その

他の事情を考慮して市長が、又は市長以外の

任命権者が市長と協議して別に定める勤務

１時間当たりの報酬額を減額した報酬を支

給する。 

４ 略 

介護時間を与えられ、かつ、当該承認を受け

ている場合は、それぞれ、これらの時間の合

計時間（当該合計時間が２時間を超えるとき

は、２時間））を減じて得た時間）を超えな

い範囲内で、３０分を単位として行うものと

する。 

２ 職員が部分休業の承認を受けて勤務しな

い場合には、給与条例第１４条第１項の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につ

き、給与条例第１８条第１項に規定する勤務

１時間当たりの給与額を減額した給与を支

給する。 

３ 略 
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尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（第９条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、公益的法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１

２年法律第５０号。以下「法」という。）第

２条第１項及び第３項、第５条第１項、第６

条第２項並びに第９条の規定に基づき、公益

的法人等への職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第３条第２項に規定する

一般職に属する市の職員をいう。以下同じ。）

の派遣等について必要な事項を定めるもの

とする。 

（職員の派遣） 

第２条  

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次の各号に掲げる職員とする。 

 非常勤の職員 

 地方公務員法第２２条に規定する条件

付採用の期間中の職員 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、公益的法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１

２年法律第５０号。以下「法」という。）第

２条第１項及び第３項、第５条第１項、第６

条第２項並びに第９条の規定に基づき、公益

的法人等への職員の派遣等について必要な

事項を定めるものとする。 

（職員の派遣） 

第２条  

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次の各号に掲げる職員とする。 

 非常勤職員 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条第１項に規定する条件付採用

の期間中の職員 
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尼崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（第１０条関係） 

改正後 現 行

（人事行政の運営の状況の報告） 

第２条 任命権者は、地方公務員法第５８条の

３第１項に規定するもののほか、毎年５月末

日までに、市長に対し、前年度におけるその

任命に係る同法第３条第２項に規定する一

般職に属する市の職員（同法第５８条の２第

１項に規定する職員に該当する者に限る。以

下「職員」という。）の次の各号に掲げる事

項を報告しなければならない。 

 任免及び当該職員の数に関する状況 

（人事行政の運営の状況の報告） 

第２条 任命権者は、地方公務員法第５８条の

３第１項に規定するもののほか、毎年５月末

日までに、市長に対し、前年度における職員

（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（同法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。

以下同じ。）の次の各号に掲げる事項を報告

しなければならない。 

 任免及び職員の数に関する状況 

尼崎市消防職員の特殊勤務手当に関する条例（第１１条関係） 

改正後 現 行

（定義） 

第２条 この条例において「消防職員」とは、

尼崎市職員の給与に関する条例第１条に規

定する職員で尼崎市消防局に勤務するもの

をいう。 

（定義） 

第２条 この条例において「消防職員」とは、

尼崎市消防局に勤務する職員（臨時的に任用

される職員を除く。）をいう。 

33



尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例（第１２条関係） 

改正後 現 行

尼崎市非常勤職員の離職慰労金の支給に関す

る条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員に該当する市の職

員で、勤務時間が１週間当たり３０時間以上

であるものその他市規則で定めるもの（以下

「非常勤職員」という。）に対する離職慰労

金の支給について必要な事項を定めるもの

とする。 

（離職慰労金の支給要件） 

第２条 市長は、非常勤職員のうち勤続期間が

６年以上のもの（市規則で定める非常勤職員

を除く。）が次の各号に掲げる事由のいずれ

かにより離職したときは、別に定める場合を

除き、その者（第２号に掲げる事由による離

職の場合にあっては、その者の遺族）に対し、

離職慰労金を支給するものとする。 

 任用期間が満了したとき。 

（離職慰労金の支払） 

第３条 離職慰労金は、非常勤職員が離職した

日から起算して１月以内に支払わなければ

ならない。ただし、前条第２号に掲げる事由

により離職した者に対する離職慰労金の支

給を受けるべき者を確知することができな

い場合その他特別の事情がある場合は、この

限りでない。 

（勤続期間の計算） 

第５条 離職慰労金の算定の基礎となる勤続

期間の計算は、非常勤職員として引き続いた

在職期間による。 

２ 前項の在職期間は、非常勤職員となった日

の属する月から離職した日の属する月まで

の月数とする。 

３ 非常勤職員が第２条各号に掲げる事由の

尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関

する条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、本市の非常勤嘱託員（地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

３条第３項第３号に規定する非常勤の嘱託

員で、勤務時間が１週間当たり３０時間以上

であるものその他市規則で定めるものをい

う。以下「非常勤嘱託員」という。）に対す

る離職慰労金の支給について必要な事項を

定めるものとする。 

（離職慰労金の支給要件） 

第２条 市長は、非常勤嘱託員のうち勤続期間

が６年以上のもの（市規則で定める非常勤嘱

託員を除く。）が次の各号に掲げる事由のい

ずれかにより離職したときは、別に定める場

合を除き、その者（第２号に掲げる事由によ

る離職の場合にあっては、その者の遺族）に

対し、離職慰労金を支給するものとする。 

 委嘱期間が満了したとき。 

（離職慰労金の支払） 

第３条 離職慰労金は、非常勤嘱託員が離職し

た日から起算して１月以内に支払わなけれ

ばならない。ただし、前条第２号に掲げる事

由により離職した者に対する離職慰労金の

支給を受けるべき者を確知することができ

ない場合その他特別の事情がある場合は、こ

の限りでない。 

（勤続期間の計算） 

第５条 離職慰労金の算定の基礎となる勤続

期間の計算は、非常勤嘱託員として引き続い

た在職期間による。 

２ 前項の在職期間は、非常勤嘱託員となった

日の属する月から離職した日の属する月ま

での月数とする。 

３ 非常勤嘱託員が第２条各号に掲げる事由
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いずれかにより離職した場合において、その

者が離職した日又はその翌日に再び非常勤

職員となったときその他市規則で定める事

由に該当するときは、その者は、前項の規定

による在職期間の算定に当たり、引き続いて

在職したものとみなす。ただし、市規則で定

める場合は、この限りでない。 

（遺族の範囲及び順位等） 

第６条 非常勤職員が第２条第２号に掲げる

事由により離職した場合におけるその遺族

への離職慰労金の支給については、尼崎市職

員退職手当支給条例（昭和２４年尼崎市条例

第３７号。以下「退職手当条例」という。）

第１条第１項本文並びに第１条の２第１項

から第３項まで及び第５項の規定を準用す

る。この場合において、退職手当条例第１条

第１項本文の規定中「地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第３条第２項に規定す

る一般職に属する市の職員」とあるのは「尼

崎市非常勤職員の離職慰労金の支給に関す

る条例（平成２１年尼崎市条例第３０号）第

１条に規定する非常勤職員」と、「「職員」と

あるのは「「非常勤職員」と、「退職した」と

あるのは「離職した」と、「退職の」とある

のは「離職の」と、「退職手当」とあるのは

「離職慰労金」と、退職手当条例第１条の２

第１項各号中「職員」とあるのは「非常勤職

員」と、同条第２項及び第３項中「退職手当」

とあるのは「離職慰労金」と、同条第５項第

１号中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、

同項第２号中「職員」とあるのは「非常勤職

員」と、第２号中「退職手当」とあるのは「離

職慰労金」と読み替えるものとする。 

（離職慰労金の支給の制限） 

第７条 市長は、離職した非常勤職員のうち、

離職慰労金を全額支給することが社会通念

上適切でないと認められる事由で市規則で

定めるものに該当する者に対しては、支給す

のいずれかにより離職した場合において、そ

の者が離職した日又はその翌日に再び非常

勤嘱託員となったときその他市規則で定め

る事由に該当するときは、その者は、前項の

規定による在職期間の算定に当たり、引き続

いて在職したものとみなす。ただし、市規則

で定める場合は、この限りでない。 

（遺族の範囲及び順位等） 

第６条 非常勤嘱託員が第２条第２号に掲げ

る事由により離職した場合におけるその遺

族への離職慰労金の支給については、尼崎市

職員退職手当支給条例（昭和２４年尼崎市条

例第３７号。以下「退職手当条例」という。）

第１条第１項本文並びに第１条の２第１項

から第３項まで及び第５項の規定を準用す

る。この場合において、退職手当条例第１条

第１項本文の規定中「本市職員」とあるのは

「本市の非常勤嘱託員（尼崎市非常勤嘱託員

の離職慰労金の支給に関する条例（平成２１

年尼崎市条例第３０号）第１条に規定する非

常勤嘱託員をいう。以下同じ。）」と、「「職員」

とあるのは「「非常勤嘱託員」と、「退職した」

とあるのは「離職した」と、「退職の」とあ

るのは「離職の」と、「退職手当」とあるの

は「離職慰労金」と、退職手当条例第１条の

２第１項各号中「職員」とあるのは「非常勤

嘱託員」と、同条第２項及び第３項中「退職

手当」とあるのは「離職慰労金」と、同条第

５項第１号中「職員」とあるのは「非常勤嘱

託員」と、同項第２号中「職員」とあるのは

「非常勤嘱託員」と、「退職手当」とあるの

は「離職慰労金」と読み替えるものとする。

（離職慰労金の支給の制限） 

第７条 市長は、離職した非常勤嘱託員のう

ち、離職慰労金を全額支給することが社会通

念上適切でないと認められる事由で市規則

で定めるものに該当する者に対しては、支給
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る離職慰労金を減額し、又は離職慰労金を支

給しないことができる。 

２ 市長は、非常勤職員が第２条各号に掲げる

事由のいずれかにより離職した場合におい

て、その者が離職した日又はその翌日に再び

非常勤職員となったときは、その離職につい

ては、離職慰労金を支給しないものとする。

３ 前２項に定めるもののほか、離職慰労金の

支給の制限については、尼崎市職員退職手当

支給条例等の一部を改正する条例（平成２２

年尼崎市条例第３号）による改正前の退職手

当条例（以下「改正前の退職手当条例」とい

う。）第１２条の３第１項（同条第３項の規

定により準用する場合を含む。）並びに退職

手当条例第１２条の２第２項（第２号を除

く。）、第４項、第５項（第２号を除く。）、第

７項及び第１０項の規定を準用する。この場

合において、改正前の退職手当条例第１２条

の３第１項中「職員」とあるのは「尼崎市非

常勤職員の離職慰労金の支給に関する条例

（平成２１年尼崎市条例第３０号）第１条に

規定する非常勤職員」と、「退職した」とあ

るのは「離職した」と、「一般の退職手当等」

とあるのは「離職慰労金」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「第１項」と、「退職

した」とあるのは「離職した」と、「一般の

退職手当等」とあるのは「離職慰労金」と、

「基礎在職期間中」とあるのは「在職期間中」

と、退職手当条例第１２条の２第２項各号列

記以外の部分中「退職を」とあるのは「離職

を」と、「当該退職」とあるのは「当該離職」

と、「一般の退職手当等」とあるのは「離職

慰労金」と、「次のいずれか」とあるのは「第

１号」と、「退職手当管理機関」とあるのは

「市長」と、同項第１号中「退職を」とある

のは「離職を」と、「当該退職手当管理機関」

とあるのは「市長」と、「一般の退職手当等」

する離職慰労金を減額し、又は離職慰労金を

支給しないことができる。 

２ 市長は、非常勤嘱託員が第２条各号に掲げ

る事由のいずれかにより離職した場合にお

いて、その者が離職した日又はその翌日に再

び非常勤嘱託員となったときは、その離職に

ついては、離職慰労金を支給しないものとす

る。 

３ 前２項に定めるもののほか、離職慰労金の

支給の制限については、尼崎市職員退職手当

支給条例等の一部を改正する条例（平成２２

年尼崎市条例第３号）による改正前の退職手

当条例（以下「改正前の退職手当条例」とい

う。）第１２条の３第１項（同条第３項の規

定により準用する場合を含む。）並びに退職

手当条例第１２条の２第２項（第２号を除

く。）、第４項、第５項（第２号を除く。）、第

７項及び第１０項の規定を準用する。この場

合において、改正前の退職手当条例第１２条

の３第１項中「職員」とあるのは「非常勤嘱

託員（尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支

給に関する条例（平成２１年尼崎市条例第３

０号）第１条に規定する非常勤嘱託員をい

う。）」と、「退職した」とあるのは「離職し

た」と、「一般の退職手当等」とあるのは「離

職慰労金」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「第１項」と、「退職した」とあるの

は「離職した」と、「一般の退職手当等」と

あるのは「離職慰労金」と、「基礎在職期間

中」とあるのは「在職期間中」と、退職手当

条例第１２条の２第２項各号列記以外の部

分中「退職を」とあるのは「離職を」と、「当

該退職」とあるのは「当該離職」と、「一般

の退職手当等」とあるのは「離職慰労金」と、

「次のいずれか」とあるのは「第１号」と、

「退職手当管理機関」とあるのは「市長」と、

同項第１号中「退職を」とあるのは「離職を」

と、「当該退職手当管理機関」とあるのは「市
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とあるのは「離職慰労金」と、同条第４項中

「前各項」とあるのは「第２項（第２号を除

く。以下同じ。）」と、「一般の退職手当等」

とあるのは「離職慰労金」と、「退職手当管

理機関」とあるのは「市長」と、同条第５項

中「退職手当管理機関」とあるのは「市長」

と、「第１項又は第２項」とあるのは「第２

項」と、「次の各号」とあるのは「第１号又

は第３号」と、「がその者の基礎在職期間中」

とあるのは「がその者の在職期間中」と、同

項第３号中「基礎在職期間中」とあるのは「在

職期間中」と、同条第７項中「前２項」とあ

るのは「第５項（第２号を除く。）」と、「退

職手当管理機関」とあるのは「市長」と、「一

般の退職手当等」とあるのは「離職慰労金」

と、同条第１０項中「前条第２項及び第３項」

とあるのは「退職手当条例第１２条第２項及

び第３項」と、「準用する」とあるのは「準

用する。この場合において、退職手当条例第

１２条第２項中「退職手当管理機関」とある

のは「市長」と、「前項」とあるのは「退職

手当条例第１２条の２第２項（第２号を除

く。）及び第５項（第２号を除く。）」と、同

条第３項中「退職手当管理機関」とあるのは

「市長」と読み替えるものとする」と読み替

えるものとする。 

（離職慰労金の返納） 

第８条 市長は、第２条各号に掲げる事由のい

ずれかにより離職した非常勤職員に対し離

職慰労金を支給した後において、その者が在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたときは、当該離職慰労

金の額に相当する額の全額を返納させるこ

とができる。 

付 則 

２ 平成８年３月３１日から平成２０年３月

３０日までの間に非常勤嘱託員（地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律の

長」と、「一般の退職手当等」とあるのは「離

職慰労金」と、同条第４項中「前各項」とあ

るのは「第２項（第２号を除く。以下同じ。）」

と、「一般の退職手当等」とあるのは「離職

慰労金」と、「退職手当管理機関」とあるの

は「市長」と、同条第５項中「退職手当管理

機関」とあるのは「市長」と、「第１項又は

第２項」とあるのは「第２項」と、「次の各

号」とあるのは「第１号又は第３号」と、「が

その者の基礎在職期間中」とあるのは「がそ

の者の在職期間中」と、同項第３号中「基礎

在職期間中」とあるのは「在職期間中」と、

同条第７項中「前２項」とあるのは「第５項

（第２号を除く。）」と、「退職手当管理機関」

とあるのは「市長」と、「一般の退職手当等」

とあるのは「離職慰労金」と、同条第１０項

中「前条第２項及び第３項」とあるのは「退

職手当条例第１２条第２項及び第３項」と、

「準用する」とあるのは「準用する。この場

合において、退職手当条例第１２条第２項中

「退職手当管理機関」とあるのは「市長」と、

「前項」とあるのは「退職手当条例第１２条

の２第２項（第２号を除く。）及び第５項（第

２号を除く。）」と、同条第３項中「退職手当

管理機関」とあるのは「市長」と読み替える

ものとする」と読み替えるものとする。 

（離職慰労金の返納） 

第８条 市長は、第２条各号に掲げる事由のい

ずれかにより離職した非常勤嘱託員に対し

離職慰労金を支給した後において、その者が

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮以上の刑に処せられたときは、当該離職慰

労金の額に相当する額の全額を返納させる

ことができる。 

付 則 

２ 平成８年３月３１日から平成２０年３月

３０日までの間に非常勤嘱託員が離職した

ことによりその者に支給されたその離職に
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施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令

和元年尼崎市条例第  号）第１２条の規定

による改正前の尼崎市非常勤嘱託員の離職

慰労金の支給に関する条例第１条に規定す

る非常勤嘱託員をいう。以下同じ。）が離職

したことによりその者に支給されたその離

職に係る金員は、この条例の規定により支給

された離職慰労金とみなす。この場合におい

て、別表中「 

２６年から３０年まで 2,000,000 円

３１年以上 2,400,000 円

 」とあるのは、「 

２６年以上 2,000,000 円

 」と読み替えるものとする。 

（勤続期間の計算の特例） 

５ 令和２年３月３１日において非常勤嘱託

員として在職していた者で同年４月１日に

非常勤職員として任用されたものに係る第

５条の規定の適用については、同条第１項中

「在職期間」とあるのは「在職期間及び非常

勤嘱託員（付則第２項に規定する非常勤嘱託

員をいう。以下同じ。）として引き続いた在

職期間を考慮して市長が、又は市長以外の任

命権者が市長と協議して別に定める期間を

合計した期間」と、同条第２項及び第３項中

「非常勤職員」とあるのは「非常勤職員又は

非常勤嘱託員」とする。 

係る金員は、この条例の規定により支給され

た離職慰労金とみなす。この場合において、

別表中「 

２６年から３０年まで 2,000,000 円

３１年以上 2,400,000 円

 」とあるのは、「 

２６年以上 2,000,000 円

 」と読み替えるものとする。 
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尼崎市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（第１３条関係） 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業等の労働関

係に関する法律（昭和２７年法律第２８９

号）附則第５項において準用する地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条

第４項の規定に基づき、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第３条第２項に規定する一般職に属する市

の職員で法第５７条に規定する単純な労務

に雇用されるもの（以下「技能労務職員」と

いう。）の給与の種類及び基準について必要

な事項を定めるものとする。 

（給与の種類） 

第２条 技能労務職員（非常勤の技能労務職員

（法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める技能労務職員を除く。以下

「特定非常勤技能労務職員」という。）を除

く。次条において同じ。）の給与の種類は、

給料及び手当とする。 

（特定非常勤技能労務職員の給与） 

第４条 法第２２条の２第１項第１号に該当

する特定非常勤技能労務職員の給与の種類

は、報酬（給料に相当する報酬並びに地域手

当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当及び宿日直手当に相当する報酬を

いう。）及び期末手当とする。 

２ 特定非常勤技能労務職員の給与の額等は、

その業務の特殊性、特定非常勤技能労務職員

以外の技能労務職員に支給される給与との

権衡その他の事情を考慮して、市長が、又は

市長以外の任命権者が市長と協議して定め

る。 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業等の労働関

係に関する法律（昭和２７年法律第２８９

号）附則第５項において準用する地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条

第４項の規定に基づき、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第５７条に規定する

単純な労務に雇用される職員で、同法第３条

第２項に規定する一般職に属するもの（以下

「技能労務職員」という。）の給与の種類及

び基準について必要な事項を定めるものと

する。 

（給与の種類） 

第２条 技能労務職員（臨時的に任用される職

員を除く。次条において同じ。）の給与の種

類は、給料及び手当とする。 

（臨時的任用職員の給与） 

第４条 技能労務職員で臨時的に任用される

ものの給与は、その業務の特殊性、技能労務

職員（臨時的に任用される職員を除く。）の

給与との権衡その他の事情を考慮して支給

する。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７０号 所 管 給与課 

件 名 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の

施行により、新たに一般職非常勤職員として位置付けられる会計年度任用職員制度が

導入されることを受け、所要の整備を行うもの。 

  併せて、超過勤務手当等の算定基礎となる勤務１時間当たりの給与額について、よ

り適切な運用を図るため、年度間の休日数の違いを考慮した算出方法に改めるもの。

２ 主な改正内容 

 地方公務員法改正に伴う規定整備 

   会計年度任用職員制度の導入に伴い、一般職非常勤職員の給与に係る規定につい

ては、新たに尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例を制定して規定するため、本条例に規定している一般職非常勤職員の給

与に係る規定を削除する。 

 勤務１時間当たりの給与額の算出方法の見直し 

   勤務１時間当たりの給与額は、１２か月分の給料月額等の合計額を１年間の勤務

時間で除して算出しているが、その１年間の勤務時間について、現行の「１週間当

たりの勤務時間の４９週分」を「１週間当たりの勤務時間の５２週分から、そのう

ちの休日分に相当する勤務時間を減じた時間」となるように改める。 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 

  ただし、勤務１時間当たりの給与額算出に係る改正については、令和元年７月１日
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尼崎市職員の給与に関する条例 

改正後 現 行

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０４条第３項及び地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）第２４条第５項の規定に基

づき、法第３条第２項に規定する一般職に属

する市の職員で常勤のもの及び短時間勤務

の職（法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職をいう。以下同じ。）を占めるも

の（以下「職員」という。）の給与について

必要な事項を定めるものとする。 

（初任給） 

第４条 新たに給料表の適用を受ける職員（法

第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）及び任期付職員を除く。次条から

第９条までにおいて同じ。）となった者の号

給は、市規則で定める初任給基準に従い決定

する。 

（昇格） 

第５条 職員（臨時的に任用された職員を除

く。以下この条から第９条までにおいて同

じ。）について昇格（現に格付けされている

等級から当該等級に係る給料表における上

位の等級に異動することをいう。以下同じ。）

をさせるときは、市規則で定める資格基準に

従い、１級上位の等級に決定するものとす

る。 

（再任用職員の給料） 

第９条の２  

２ 職員（短時間勤務の職を占める者に限る。

以下「再任用短時間勤務職員」という。）の

給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項

の規定による給料月額に、尼崎市職員の勤務

時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２

７年尼崎市条例第１８号。以下「勤務条件条

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２４条第５項の規定に基づき、法第３条第２

項に規定する一般職に属する本市の職員（以

下「職員」という。）の給与について必要な

事項を定めるものとする。 

（初任給） 

第４条 新たに給料表の適用を受ける職員（法

第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）及び任期付職員を除く。次条から

第８条まで及び第９条第１項から第４項ま

でにおいて同じ。）となった者の号給は、市

規則で定める初任給基準に従い決定する。 

（昇格） 

第５条 職員について昇格（現に格付けされて

いる等級から当該等級に係る給料表におけ

る上位の等級に異動することをいう。以下同

じ。）をさせるときは、市規則で定める資格

基準に従い、１級上位の等級に決定するもの

とする。 

（再任用職員の給料） 

第９条の２  

２ 法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間

勤務職員」という。）の給料月額は、前項の

規定にかかわらず、同項の規定による給料月

額に、尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条

件に関する条例（昭和２７年尼崎市条例第１
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例」という。）第２条第３項の規定により定

められた当該再任用短時間勤務職員の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額（その額に５０円

未満の端数があるときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数があるときは

これを１００円に切り上げる。）とする。 

（給与の減額） 

第１４条 職員が勤務しないときは、その勤務

しないことにつき任命権者の承認があった

場合（勤務条件条例第１８条の規定により組

合休暇を与えられた場合、勤務条件条例第１

９条第１項の規定により介護休暇を与えら

れた場合及び同条例第２０条の規定により

介護時間を与えられた場合を除く。）を除く

ほか、その勤務しない１時間につき、勤務１

時間当たりの給与額を減額した給与を支給

する。 

（超過勤務手当） 

第１５条 正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、当該時間外に勤務し

た全時間に対し、勤務１時間につき、勤務１

時間当たりの給与額に当該時間外にした次

に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１０

０分の１２５から１００分の１５０までの

範囲内で市規則で定める割合（その勤務が午

後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は、その割合に１００分の２５を加算

した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当と

して支給する。 

３ 第１項（前項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、勤

務条件条例第２条第９項の規定により、あら

かじめ同条第６項及び第７項により割り振

られた１週間ごとの正規の勤務時間（以下こ

の項において「割り振り変更前の正規の勤務

時間」という。）を超えて勤務することを命

ぜられた職員（市長が定める者を除く。）に

８号）第２条第３項の規定により定められた

当該再任用短時間勤務職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額（その額に５０円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数があるときはこれを１

００円に切り上げる。）とする。 

（給与の減額） 

第１４条 職員が勤務しないときは、その勤務

しないことにつき任命権者の承認があった

場合（尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条

件に関する条例第１８条の規定により組合

休暇を与えられた場合、同条例第１９条第１

項の規定により介護休暇を与えられた場合

及び同条例第２０条の規定により介護時間

を与えられた場合を除く。）を除くほか、そ

の勤務しない１時間につき、第１８条第１項

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額した給与を支給する。 

（超過勤務手当） 

第１５条 正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、当該時間外に勤務し

た全時間に対し、勤務１時間につき、第１８

条第２項に規定する勤務１時間当たりの給

与額に当該時間外にした次に掲げる勤務の

区分に応じてそれぞれ１００分の１２５か

ら１００分の１５０までの範囲内で市規則

で定める割合（その勤務が午後１０時から翌

日の午前５時までの間である場合は、その割

合に１００分の２５を加算した割合）を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

３ 第１項（前項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、尼

崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関

する条例第２条第９項の規定により、あらか

じめ同条第６項及び第７項により割り振ら

れた１週間ごとの正規の勤務時間（以下この

項において「割り振り変更前の正規の勤務時

間」という。）を超えて勤務することを命ぜ
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は、割り振り変更前の正規の勤務時間に割り

振り変更前の正規の勤務時間を超えて同条

第９項の規定により勤務を割り振られた時

間を加えた時間から４０時間を減じて得た

時間に対して、勤務１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額に市規則で定める割合を

乗じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

４ 第１項（第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）及び前項の規定にかか

わらず、次に掲げる勤務の合計時間が１箇月

について６０時間を超えた職員には、その６

０時間を超えて勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

に市規則で定める割合（その勤務が午後１０

時から翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に１００分の２５を加算した割

合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支

給する。 

（休日給） 

第１６条 略 

２ 休日（勤務条件条例第６条第１項ただし書

の規定により他の日に振り替えられた休日

を除く。）において、正規の勤務時間中に勤

務することを命ぜられた職員には、正規の勤

務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１

時間につき、勤務１時間当たりの給与額に１

００分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で市規則で定める割合を乗じて得

た額を休日給として支給する。 

３ 前２項の休日とは、勤務条件条例第６条の

規定による休日をいう。 

（夜勤手当） 

第１７条 正規の勤務時間として午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務する職

られた職員（市長が定める者を除く。）には、

割り振り変更前の正規の勤務時間に割り振

り変更前の正規の勤務時間を超えて同条第

９項の規定により勤務を割り振られた時間

を加えた時間から４０時間を減じて得た時

間に対して、勤務１時間につき、第１８条第

２項に規定する勤務１時間当たりの給与額

に市規則で定める割合を乗じて得た額を超

過勤務手当として支給する。 

４ 第１項（第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）及び前項の規定にかか

わらず、次に掲げる勤務の合計時間が１箇月

について６０時間を超えた職員には、その６

０時間を超えて勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、第１８条第２項に規定する

勤務１時間当たりの給与額に市規則で定め

る割合（その勤務が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合は、その割合に１

００分の２５を加算した割合）を乗じて得た

額を超過勤務手当として支給する。 

（休日給） 

第１６条 略 

２ 休日（尼崎市職員の勤務時間その他の勤務

条件に関する条例第６条第１項ただし書の

規定により他の日に振り替えられた休日を

除く。）において、正規の勤務時間中に勤務

することを命ぜられた職員には、正規の勤務

時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき、第１８条第２項に規定する勤務１

時間当たりの給与額に１００分の１２５か

ら１００分の１５０までの範囲内で市規則

で定める割合を乗じて得た額を休日給とし

て支給する。 

３ 前２項の休日とは、尼崎市職員の勤務時間

その他の勤務条件に関する条例第６条の規

定による休日をいう。 

（夜勤手当） 

第１７条 正規の勤務時間として午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務する職
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員は、その間に勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

の１００分の２５を夜勤手当として支給す

る。 

（端数計算） 

第１７条の２ 次条第１項の規定により第１

４条に規定する勤務１時間当たりの給与額

を算定する場合において、当該額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨て、第

１５条から前条までの規定により支給する

超過勤務手当、休日給又は夜勤手当について

勤務１時間当たりのこれらの手当の額を算

定する場合において、当該額に、１円未満の

端数を生じたときはこれを１円に切り上げ

るものとする。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第１８条 第１４条に規定する勤務１時間当

たりの給与額は、給料月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額に１２を乗じて得

た額を、１週間当たりの勤務時間に５２を乗

じて得た時間から休日（勤務条件条例第６条

第２項に規定する休日をいう。次項において

同じ。）の日数を考慮して市長が別に定める

時間を減じて得た時間で除して得た額とす

る。 

２ 第１５条から第１７条までに規定する勤

務１時間当たりの給与額は、給料月額、これ

に対する地域手当の月額及び特殊勤務手当

（月額により定められているものに限る。）

の月額の合計額に１２を乗じて得た額を、１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じて得た

時間から休日の日数を考慮して市長が別に

定める時間を減じて得た時間で除して得た

額とする。 

（削る） 

員は、その間に勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、第１８条第２項に規定する

勤務１時間当たりの給与額の１００分の２

５を夜勤手当として支給する。 

（端数計算） 

第１７条の２ 第１４条に規定する勤務１時

間当たりの給与額を算定する場合において、

当該額に、１円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、第１５条から前条までの規定

により勤務１時間につき支給する超過勤務

手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場

合において、当該額に、１円未満の端数を生

じたときはこれを１円に切り上げるものと

する。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第１８条 第１４条に規定する勤務１時間当

たりの給与額は、給料月額とこれに対する地

域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額

を１週間当たりの勤務時間に４９を乗じた

もので除して得た額とする。 

２ 第１５条から第１７条までに規定する勤

務１時間当たりの給与額は、給料月額、これ

に対する地域手当の月額及び特殊勤務手当

（月額により定められているものに限る。）

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週

間当たりの勤務時間に４９を乗じたもので

除して得た額とする。 

（非常勤職員、臨時職員等の給与） 

第２３条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員

を除く。）及び臨時的に任用される職員並び

にこれらに準ずる職員の給与については、市

規則で定める基準に従い、予算の範囲内で、
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（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について、必要な事項は、市規則

で定める。 

別表第１ 

 行政職給料表 

職員 

の区 

分 

等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

全ての職員に適用する。 

任命権者が定める給与を支給する。 

（この条例の施行に関し必要な事項） 

第２４条 この条例の施行に関し、必要な事項

は、市規則で定める。 

別表第１ 

 行政職給料表 

職員 

の区 

分 

等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

全ての職員に適用する。ただし、第２３条

に規定する職員を除く。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７１号 所 管 給与課 

件 名
尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容

１ 改正理由 

国会議員の選挙等の執行経費に係る総務省の超過勤務手当費の積算単価が改定さ

れたことから、当該単価に合わせて規定している本市の選挙業務に係る基本手当額の

単価について改定するもの。 

  併せて、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２

９号）の施行により、職員の臨時的任用が厳格化されるとともに、一般職非常勤職員

として位置付けられる会計年度任用職員制度が新たに導入されることを受け、所要の

整備を行うもの。 

２ 改正内容 

 選挙業務に係る基本手当額 

   選挙業務に従事した職員に支給する手当の算定基礎となる基本手当額について、

その勤務１時間当たりの単価を「１，７３１円８３銭」から「１，７５７円４０銭」

に改める。 

 地方公務員法の改正に伴う整備 

   本条例の適用対象外としている職員について、臨時的任用職員から会計年度任用

職員に改める。 

 その他 

尼崎市職員の給与に関する条例の改正に伴う所要の整備 

３ 施行期日 

  公布の日 

  ただし、地方公務員法の改正に伴う整備については令和２年４月１日、尼崎市職員

の給与に関する条例の改正に伴う整備については令和元年７月１日 
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尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例 

改正後 現 行 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該号に定めるところによる。 

 職員 給与条例第１条に規定する職員

（尼崎市選挙管理委員会の事務部局に勤務

する者を除く。）をいう。 

 選挙業務に係る基本手当額 選挙業務に

従事した職員を、給与条例第１５条第１項

に規定する正規の勤務時間外に勤務するこ

とを命ぜられた職員とみなしたうえで、当

該選挙業務に従事した全時間に対し、勤務

１時間につき、同項中「勤務１時間当たり

の給与額」とあるのを「１，７５７円４０銭

に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関

する法律施行令（平成１９年政令第１２２

号）に定める割合を乗じて得た額」と読み

替えて同項の規定の例により算定した額を

いう。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該号に定めるところによる。 

 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第３条第２項に規定する一般職

に属する職員（臨時的に任用される職員及

び尼崎市選挙管理委員会の職員を除く。）を

いう。 

 選挙業務に係る基本手当額 選挙業務に

従事した職員を、給与条例第１５条第１項

に規定する正規の勤務時間外に勤務するこ

とを命ぜられた職員とみなしたうえで、当

該選挙業務に従事した全時間に対し、勤務

１時間につき、同項中「第１８条第２項に

規定する勤務１時間当たりの給与額」とあ

るのを「１，７３１円８３銭に国会議員の

選挙等の執行経費の基準に関する法律施行

令（平成１９年政令第１２２号）に定める

割合を乗じて得た額」と読み替えて同項の

規定の例により算定した額をいう。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７２号 所 管 税務管理課 

件 名 尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）及び森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）の制定内容に準じた規定の整備

とともに、消費税率の改定に併せた軽自動車税に係る規定の整備を行うもの。 

２ 主な改正内容 

 個人の市民税の非課税措置のうち、現行、死別、離婚等によって寡婦（夫）とな

り、合計所得金額が１２５万円（令和３年１月１日以降は、１３５万円）以下であ

る者が対象となっているものについて、児童扶養手当の支給を受けているみなし寡

婦（夫）もその対象とする。 

 個人の市民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）について、

１０％の消費税率にて住宅を購入又は増改築し、かつ、令和元年１０月１日から令

和２年１２月３１日までの間に入居した場合は、控除期間を３年延長し、１３年間

とする。 

 軽自動車税について、環境性能割（３輪以上の軽自動車を対象に新たに創設。税

率は非課税、０．５％、１％、２％の４区分）及び種別割（現行の軽自動車税に相

当）の区分により課税する。 

 令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得した自家用乗用車

について、軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減する。 

 平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までの間に取得した３輪以上の新

車のうち、排出ガス性能及び燃費性能が優れたものについて、軽自動車税種別割を

１年分軽減するグリーン化特例（軽課）を講じる。 

 上記 の軽減措置について、自家用の電気自動車及び天然ガス自動車に限り、適

用期間を２年間延長し、令和５年３月３１日までとする。 

 個人の市民税の賦課徴収に併せて、森林環境税（国税）の賦課徴収を行う。 

３ 施行期日 

公布の日 

ただし、２ は令和３年１月１日、２ ～ は令和元年１０月１日、２ は令和３

年４月１日、２ は令和６年１月１日
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尼崎市市税条例（第１条関係）

改正後 現 行 

（災害等による期限の延長） 

第１１条 市長は、市域の全部又は一部にわたり

災害その他やむを得ない理由により、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）又はこの条例に定める申告、申請、請求

その他書類の提出（不服申立てに関するものを

除く。）又は納付若しくは納入に関する期限（以

下この項及び次項において「申告等の期限」と

いう。）までに、これらの行為をすることがで

きないと認めるときは、法第２０条の５の２第

２項の規定の適用がある場合を除き、地域及び

期日を指定して当該申告等の期限を延長する

ことができる。 

２ 市長は、災害その他やむを得ない理由により

申告等の期限までに前項に規定する行為をす

ることができないと認めるときは、同項の規定

の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者

の申請により、その理由のやんだ日から納税者

については２月を、特別徴収義務者については

３０日を超えない範囲内で当該申告等の期限

を延長することができる。 

３ 前項の申請は、同項の理由がやんだ後１０日

以内に、当該理由を記載した書面を市長に提出

して行わなければならない。 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

 障害者(法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。)、未成年

者、寡婦(同項第１１号に規定する寡婦をい

う。以下同じ。)又は寡夫(同項第１２号に規

定する寡夫をいう。以下同じ。)(これらの者

の前年(当該年度の初日の属する年の前年を

いう。次項、次款(第２７条の３第２項を除

く。)、第４款及び附則(第３１項を除く。)

において同じ。)の合計所得金額(法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（災害等による期限の延長） 

第１１条 市長は、市域の全部又は一部にわたり

災害その他やむを得ない理由により、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）又はこの条例に定める申告、申請、請求

その他書類の提出（不服申立てに関するものを

除く。）又は納付若しくは納入に関する期限（以

下次項において「申告等の期限」という。）ま

でに、これらの行為をすることができないと認

める場合には、地域及び期日を指定して当該期

限を延長することができる。 

２ 市長は災害その他やむを得ない理由により

申告等の期限までに前項に規定する行為をす

ることができないと認める場合には、前項の規

定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき

者の申請により、その理由のやんだ日から納税

者については２月以内、特別徴収義務者につい

ては３０日以内において、当該期限を延長する

ことができる。 

３ 前項の申請は、前項の理由がやんだ後１０日

以内に、その理由を記載した書面でしなければ

ならない。 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

 障害者(法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。)、未成年

者、寡婦(同項第１１号に規定する寡婦をい

う。以下同じ。)又は寡夫(同項第１２号に規

定する寡夫をいう。以下同じ。)(これらの者

の前年(当該年度の初日の属する年の前年を

いう。次項、次款(第２７条の３第２項を除

く。)、第４款及び附則(第３２項を除く。)

において同じ。)の合計所得金額(法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額
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をいう。以下同じ。)が法第２９５条第１項

第２号に規定する額を超える場合を除く。) 

（税額控除） 

第２５条 

２ 所得割の納税義務者が、前年中に次の各号に

掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計

額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得

金額及び山林所得金額の合計額の１００分の

３０に相当する金額を超える場合には、当該１

００分の３０に相当する金額）が２，０００円

を超える場合には、法第３１４条の７第１項及

び第１１項（法附則第５条の６第２項及び附則

第５条の７第２項の規定によりこれらの規定

を読み替えて適用する場合を含む。）に規定す

るところにより算定した控除額をその者の第

２２条第２項及び第３項並びに前項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 

第４９条 昭和３８年１月２日から令和２年３

月３１日までの間に新築された住宅(区分所有

に係る家屋にあっては人の居住の用に供する

専有部分のうち令で定める専有部分を有する

家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋に

あっては人の居住の用に供する家屋のうち令

で定める家屋をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。)で令で定めるものに対して課する

固定資産税については、次条又は法附則第１５

条の７第１項若しくは第２項若しくは附則第

１５条の８の規定の適用がある場合を除き、当

該住宅に対して新たに固定資産税が課される

こととなった年度から３年度分の固定資産税

に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所

有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅

をいう。以下この条及び次条において同じ。)

にあってはこの条の規定の適用を受ける部分

に係る税額として各区分所有者ごとに令で定

めるところにより算定した額の合算額とし、区

分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に

をいう。以下同じ。)が法第２９５条第１項

第２号に規定する額を超える場合を除く。) 

（税額控除） 

第２５条 

２ 所得割の納税義務者が、前年中に次の各号に

掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計

額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得

金額及び山林所得金額の合計額の１００分の

３０に相当する金額を超える場合には、当該１

００分の３０に相当する金額）が２，０００円

を超える場合には、法第３１４条の７第１項及

び第２項（法附則第５条の６第２項及び附則第

５条の７第２項の規定によりこれらの規定を

読み替えて適用する場合を含む。）に規定する

ところにより算定した控除額をその者の第２

２条第２項及び第３項並びに前項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 

第４９条 昭和３８年１月２日から平成３２年

３月３１日までの間に新築された住宅(区分所

有に係る家屋にあっては人の居住の用に供す

る専有部分のうち令で定める専有部分を有す

る家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋

にあっては人の居住の用に供する家屋のうち

令で定める家屋をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。)で令で定めるものに対して課す

る固定資産税については、次条又は法附則第１

５条の７第１項若しくは第２項若しくは附則

第１５条の８第１項から第３項までの規定の

適用がある場合を除き、当該住宅に対して新た

に固定資産税が課されることとなった年度か

ら３年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係

る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所

有に係る家屋である住宅をいう。以下この条及

び次条において同じ。)にあってはこの条の規

定の適用を受ける部分に係る税額として各区

分所有者ごとに令で定めるところにより算定

した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外
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供する部分以外の部分を有する住宅その他の

令で定める住宅に限る。)にあってはこの条の

規定の適用を受ける部分に係る税額として令

で定めるところにより算定した額とする。)の

２分の１に相当する額を当該住宅に係る固定

資産税額から減額する。 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 昭和３９年１月２日から令和２年３

月３１日までの間に新築された中高層耐火建

築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は

建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロの

いずれかに該当する建築物で、地上階数(令で

定めるところにより計算した地上階数をい

う。)３以上を有するものをいう。)である住宅

で令で定めるものに対して課する固定資産税

については、法附則第１５条の７第１項若しく

は第２項又は附則第１５条の８の規定の適用

がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固

定資産税が課されることとなった年度から５

年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固

定資産税額（区分所有に係る住宅にあってはこ

の条の規定の適用を受ける部分に係る税額と

して各区分所有者ごとに令で定めるところに

より算定した額の合算額とし、区分所有に係る

住宅以外の住宅（人の居住の用に供する部分以

外の部分を有する住宅その他の令で定める住

宅に限る。）にあってはこの条の規定の適用を

受ける部分に係る税額として令で定めるとこ

ろにより算定した額とする。）の２分の１に相

当する額を当該住宅に係る固定資産税額から

減額する。 

附 則 

８ 法附則第１５条第３３項の規定の適用を受

ける償却資産(太陽光を電気に変換する設備及

びその付属設備で、平成２８年４月１日から同

項に規定する取得の期間の末日までに新たに

の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分

を有する住宅その他の令で定める住宅に限

る。)にあってはこの条の規定の適用を受ける

部分に係る税額として令で定めるところによ

り算定した額とする。)の２分の１に相当する

額を当該住宅に係る固定資産税額から減額す

る。 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 昭和３９年１月２日から平成３２年

３月３１日までの間に新築された中高層耐火

建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又

は建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロ

のいずれかに該当する建築物で、地上階数(令

で定めるところにより計算した地上階数をい

う。)３以上を有するものをいう。)である住宅

で令で定めるものに対して課する固定資産税

については、法附則第１５条の７第１項若しく

は第２項又は附則第１５条の８第１項から第

３項までの規定の適用がある場合を除き、当該

住宅に対して新たに固定資産税が課されるこ

ととなった年度から５年度分の固定資産税に

限り、当該住宅に係る固定資産税額（区分所有

に係る住宅にあってはこの条の規定の適用を

受ける部分に係る税額として各区分所有者ご

とに令で定めるところにより算定した額の合

算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅（人

の居住の用に供する部分以外の部分を有する

住宅その他の令で定める住宅に限る。）にあっ

てはこの条の規定の適用を受ける部分に係る

税額として令で定めるところにより算定した

額とする。）の２分の１に相当する額を当該住

宅に係る固定資産税額から減額する。 

附 則 

８ 法附則第１５条第３２項の規定の適用を受

ける償却資産(太陽光を電気に変換する設備及

びその付属設備で、平成２８年４月１日から同

項に規定する取得の期間の末日までに新たに
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取得され、かつ、規則で定める要件を備えるも

のに限る。以下この項において「適用償却資産」

という。)に対しては、当該適用償却資産に対

して固定資産税を課するとしたならば新たに

課されることとなる年度から３年度分に限り、

固定資産税を課さない。 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 

 法附則第１５条第１９項本文 ５分の３ 

 法附則第１５条第１９項ただし書 ２分

の１ 

 法附則第１５条第２９項 ２分の１ 

 法附則第１５条第３０項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第３０項第２号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３０項第３号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３１項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第３１項第２号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３３項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第３３項第２号 ４分の

３ 

 法附則第１５条第３３項第３号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３８項 ３分の２ 

 法附則第１５条第４０項 ５分の４ 

 法附則第１５条第４４項 ２分の１ 

 法附則第１５条第４５項 ３分の２ 

 法附則第１５条第４７項 ０ 

(令和元年度又は令和２年度における土地の価格

の特例) 

１１ 本市の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が法附

取得され、かつ、規則で定める要件を備えるも

のに限る。以下この項において「適用償却資産」

という。)に対しては、当該適用償却資産に対

して固定資産税を課するとしたならば新たに

課されることとなる年度から３年度分に限り、

固定資産税を課さない。 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 

 法附則第１５条第１８項本文 ５分の３ 

 法附則第１５条第１８項ただし書 ２分

の１ 

 法附則第１５条第２８項 ２分の１ 

 法附則第１５条第２９項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第２９項第２号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第２９項第３号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３０項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第３０項第２号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３２項第１号 ３分の

２ 

 法附則第１５条第３２項第２号 ４分の

３ 

 法附則第１５条第３２項第３号 ２分の

１ 

 法附則第１５条第３７項 ３分の２ 

 法附則第１５条第３９項 ５分の４ 

 法附則第１５条第４３項 ２分の１ 

 法附則第１５条第４４項 ３分の２ 

 法附則第１５条第４６項 ０ 

(平成３１年度又は平成３２年度における土地の

価格の特例) 

１１ 本市の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が法附
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則第１７条の２第１項に規定する修正前の価

格を当該地域に所在する土地に対して課する

当該年度分の固定資産税の課税標準とするこ

とが固定資産税の課税上著しく均衡を失する

と認める場合における当該土地に対して課す

る当該年度分の固定資産税の課税標準は、第４

０条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令

和２年度分の固定資産税に限り、当該土地の同

項に規定する修正価格（以下「修正価格」とい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

１２ 令和元年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けた土地(以下「令和元年度

適用土地」という。)又は法附則第１７条の２

第１項の表の第３号、第５号若しくは第６号に

掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和

元年度適用土地であるものであって、令和２年

度分の固定資産税について前項の規定の適用

を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第４０条の

規定にかかわらず、法附則第１７条の２第２項

に規定する修正された価格で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

１３ 固定資産税の納税者は、その納付すべき令

和元年度分又は令和２年度分の固定資産税に

係る附則第１１項の規定の適用を受ける土地

について土地課税台帳等に登録された修正価

格について法第４３２条第１項の規定により

審査の申出をする場合においては、当該土地に

係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となった価格についての不服を審

査の申出の理由とすることができない。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

１４ 商業地等（法附則第１７条第４号に規定す

る商業地等をいう。以下同じ。）のうち当該商

業地等の当該年度の負担水準（法附則第１７条

第８号に規定する負担水準をいう。以下同じ。）

則第１７条の２第１項に規定する修正前の価

格を当該地域に所在する土地に対して課する

当該年度分の固定資産税の課税標準とするこ

とが固定資産税の課税上著しく均衡を失する

と認める場合における当該土地に対して課す

る当該年度分の固定資産税の課税標準は、第４

０条の規定にかかわらず、平成３１年度分又は

平成３２年度分の固定資産税に限り、当該土地

の同項に規定する修正価格（以下「修正価格」

という。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

１２ 平成３１年度分の固定資産税について前

項の規定の適用を受けた土地(以下「平成３１

年度適用土地」という。)又は法附則第１７条

の２第１項の表の第３号、第５号若しくは第６

号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が

平成３１年度適用土地であるものであって、平

成３２年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第

４０条の規定にかかわらず、法附則第１７条の

２第２項に規定する修正された価格で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

１３ 固定資産税の納税者は、その納付すべき平

成３１年度分又は平成３２年度分の固定資産

税に係る附則第１１項の規定の適用を受ける

土地について土地課税台帳等に登録された修

正価格について法第４３２条第１項の規定に

より審査の申出をする場合においては、当該土

地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となった価格についての不服

を審査の申出の理由とすることができない。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の固定資産税の特例）

１４ 商業地等（法附則第１７条第４号に規定す

る商業地等をいう。以下同じ。）のうち当該商

業地等の当該年度の負担水準（法附則第１７条

第８号に規定する負担水準をいう。以下同じ。）
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が０．７を超えるものに係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、法附則第１８条第５項に規定する商業地等

調整固定資産税額とする。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、法附則第２５条第５項の規定に

より算定した税額とする。 

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対し

て課する固定資産税及び都市計画税) 

１７ 平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税及び都市計画税については、

法附則第１８条の３の規定及び法附則第２５

条の３の規定は、適用しない。 

２２ 平成２２年度から令和１５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１

８年まで又は平成２１年から令和３年までの

各年である場合に限る。）において、附則第１

８項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより計算した金額を、当該納税義務

者の第２２条第２項及び第３項並びに第２５

条第１項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

（削る） 

が０．７を超えるものに係る平成３０年度から

平成３２年度までの各年度分の固定資産税の

額は、法附則第１８条第５項に規定する商業地

等調整固定資産税額とする。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の都市計画税の特例）

１６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成３

０年度から平成３２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、法附則第２５条第５項の規定

により算定した税額とする。 

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対し

て課する固定資産税及び都市計画税) 

１７ 平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の固定資産税及び都市計画税について

は、法附則第１８条の３の規定及び法附則第２

５条の３の規定は、適用しない。 

２２ 平成２２年度から平成４３年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１

８年まで又は平成２１年から平成３３年まで

の各年である場合に限る。）において、附則第

１８項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより計算した金額を、当該納税義

務者の第２２条第２項及び第３項並びに第２

５条第１項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２３ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用

する。 

 前項の規定の適用を受けようとする年度

分の第２６条第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第２７条第１項の
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２３ 前項の規定の適用がある場合における第

２５条第３項及び第４項の規定の適用につい

ては、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

２項並びに附則第２２項」と、同条第４項中「前

各項」とあるのは「前各項並びに附則第２２項」

とする。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

２４ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場

合に該当する場合又は第２２条第３項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額を有しない場合であって、当該

納税義務者の前年中の所得について、法附則第

３３条の２第５項、附則第３３条の３第５項、

附則第３４条第４項、附則第３５条第５項、附

則第３５条の２第５項、附則第３５条の２の２

第５項又は附則第３５条の４第４項の規定の

適用を受けるときは、法第３１４条の７第１１

項に規定する特例控除額は、同項第２号及び第

３号の規定にかかわらず、法附則第５条の５第

２項(法附則第５条の６第２項及び附則第５条

の７第２項の規定により読み替えて適用する

確定申告書を含む。）に租税特別措置法第４

１条第１項に規定する住宅借入金等特別税

額控除額の控除に関する事項の記載がある

場合（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が

認める場合を含む。） 

 前項の規定の適用を受けようとする年度

の初日の属する年の１月１日現在において

第２９条第１項の規定によって給与支払報

告書を提出する義務がある者から第２６条

第１項に規定する給与の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得を

有しなかったものが、前年分の所得税につき

租税特別措置法第４１条の２の２の規定の

適用を受けている場合 

２４ 附則第２２項の規定の適用がある場合に

おける第２５条第３項及び第４項の規定の適

用については、同条第３項中「前２項」とある

のは「前２項並びに附則第２２項」と、同条第

４項中「前各項」とあるのは「前各項並びに附

則第２２項」とする。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

２５ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合

に該当する場合又は第２２条第３項に規定す

る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって、当該納

税義務者の前年中の所得について、法附則第３

３条の２第５項、附則第３３条の３第５項、附

則第３４条第４項、附則第３５条第５項、附則

第３５条の２第５項、附則第３５条の２の２第

５項又は附則第３５条の４第４項の規定の適

用を受けるときは、法第３１４条の７第２項に

規定する特例控除額は、同項第２号及び第３号

の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項

(法附則第５条の６第２項及び附則第５条の７

第２項の規定により読み替えて適用する場合
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場合を含む。)に規定するところにより算定す

るものとする。 

(法人の市民税の特定寄附金税額控除) 

２５ 法人税法第１２１条第１項(同法第１４６

条第１項において準用する場合を含む。)の承

認を受けている法人が、平成２８年４月２０日

から令和２年３月３１日までの間に、認定地方

公共団体(法附則第８条の２の２第１項に規定

する認定地方公共団体をいう。次項において同

じ。)に対して特定寄附金(同条第１項に規定す

る特定寄附金をいう。次項において同じ。)を

支出した場合は、同条第１項に規定する寄附金

支出事業年度の第３３条の８第１項(同項に規

定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第

８項又は第９項の規定により申告納付すべき

法人税割額から、法附則第８条の２の２第７

項、第８項及び第１２項並びに同条第１４項の

規定に基づく令に規定するところにより、同条

第７項に規定する控除額を控除するものとす

る。 

２６ 法人税法第２条第１２号の６の７に規定

する連結親法人又は当該連結親法人との間に

同条第１２号の７の７に規定する連結完全支

配関係がある同条第１２号の７に規定する連

結子法人(同条第１６号に規定する連結申告法

人に限る。)が、平成２８年４月２０日から令

和２年３月３１日までの間に、認定地方公共団

体に対して特定寄附金を支出した場合は、法附

則第８条の２の２第３項に規定する寄附金支

出連結事業年度の第３３条の８第４項、第８項

又は第９項の規定により申告納付すべき法人

税割額から、法附則第８条の２の２第９項から

第１２項まで及び同条第１４項の規定に基づ

く令に規定するところにより、同条第９項に規

定する控除額を控除するものとする。 

２７～３３ 略 

３４ 削除 

３５ 削除 

を含む。)に規定するところにより算定するも

のとする。 

(法人の市民税の特定寄附金税額控除) 

２６ 法人税法第１２１条第１項(同法第１４６

条第１項において準用する場合を含む。)の承

認を受けている法人が、平成２８年４月２０日

から平成３２年３月３１日までの間に、認定地

方公共団体(法附則第８条の２の２第１項に規

定する認定地方公共団体をいう。次項において

同じ。)に対して特定寄附金(同条第１項に規定

する特定寄附金をいう。次項において同じ。)

を支出した場合は、同条第１項に規定する寄附

金支出事業年度の第３３条の８第１項(同項に

規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、

第８項又は第９項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から、法附則第８条の２の２第７

項、第８項及び第１２項並びに同条第１４項の

規定に基づく令に規定するところにより、同条

第７項に規定する控除額を控除するものとす

る。 

２７ 法人税法第２条第１２号の６の７に規定

する連結親法人又は当該連結親法人との間に

同条第１２号の７の７に規定する連結完全支

配関係がある同条第１２号の７に規定する連

結子法人(同条第１６号に規定する連結申告法

人に限る。)が、平成２８年４月２０日から平

成３２年３月３１日までの間に、認定地方公共

団体に対して特定寄附金を支出した場合は、法

附則第８条の２の２第３項に規定する寄附金

支出連結事業年度の第３３条の８第４項、第８

項又は第９項の規定により申告納付すべき法

人税割額から、法附則第８条の２の２第９項か

ら第１２項まで及び同条第１４項の規定に基

づく令に規定するところにより、同条第９項に

規定する控除額を控除するものとする。 

２８～３４ 略 
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３６ 削除 

３７ 削除 

（軽自動車税の税率の特例） 

３８ 略 

（削る） 

（軽自動車税の税率の特例） 

３５ 略 

３６ 平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日までの間（次項及び附則第３８項におい

て「軽課対象期間」という。）に初回車両番号

指定を受けた３輪以上の軽自動車で法附則第

３０条第３項各号に掲げるものに対する平成

２９年度分の軽自動車税に係る第６２条の規

定の適用については、次表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第2号イ 3,900円 1,000円 

第2号ウ 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

３７ 軽課対象期間に初回車両番号指定を受け

た３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の

燃料として用いるものに限る。次項、附則第４

０項及び第４１項において同じ。）で法附則第

３０条第４項各号に掲げるものに対する平成

２９年度分の軽自動車税に係る第６２条の規

定の適用については、次表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第2号イ 3,900円 2,000円 

第2号ウ 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

３８ 軽課対象期間に初回車両番号指定を受け

た３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を受

けるものを除く。）で法附則第３０条第５項各

号に掲げるものに対する平成２９年度分の軽

自動車税に係る第６２条の規定の適用につい

ては、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の
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３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和元年度分の軽自動車税に限り、次表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

第2号イ 3,900円 1,000円 

第2号ウ 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

４０ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第３

項に規定する軽自動車をいう。以下この項及び

次項において同じ。）で同条第３項各号に掲げ

るものに対する第６２条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽

自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０年４

月１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和元年

度分の軽自動車税に限り、次表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第2号イ 3,900円 2,000円 

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第2号イ 3,900円 3,000円 

第2号ウ 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

６項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、附

則第３６項の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

４０ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

７項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、附

則第３７項の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。
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第2号ウ 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

４１ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

４項各号に掲げるもの（前項の規定の適用を受

けるものを除く。）に対する第６２条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２９年４

月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和元年度分の軽自動車税に限り、次表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第2号イ 3,900円 3,000円 

第2号ウ 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

４９ 平成３０年度から令和４年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が、前年中に自己又は自己と生計を一にする

配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品

等購入費（租税特別措置法第４１条の１７の２

第１項に規定する特定一般用医薬品等購入費

をいう。）を支払った場合において法附則第４

条の４第３項に規定する取組を行ったときに

おける第２１条の規定による控除については、

当該所得割の納税義務者の選択により、同条中

「同項」とあるのは「同項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の４第３項の規定により読み替えて適用

される法第３１４条の２第１項（同号に限

４１ ３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除く。）で法附則第３０条第８項

各号に掲げるものに対する第６２条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２９年４

月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は平成３１年度分の軽自動車税に限り、附則第

３８項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

４９ 平成３０年度から平成３４年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が、前年中に自己又は自己と生計を一にす

る配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬

品等購入費（租税特別措置法第４１条の１７の

２第１項に規定する特定一般用医薬品等購入

費をいう。）を支払った場合において法附則第

４条の４第３項に規定する取組を行ったとき

における第２１条の規定による控除について

は、当該所得割の納税義務者の選択により、同

条中「同項」とあるのは「同項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の４第３項の規定により読み替えて適用

される法第３１４条の２第１項（同号に限
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る。）」として、同条の規定を適用することがで

きる。 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

５９ 略 

 令附則第１２条第２３項各号のいずれか

に該当する者の住所、氏名及びその者が当該

各号のいずれに該当するかの別 

 当該改修工事について令附則第１２条第

２４項に規定する補助金等の交付又は同項

に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介

護予防住宅改修費の給付を受ける場合にあ

っては、その金額 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

６２ 略 

 当該改修工事について令附則第１２条第

３１項に規定する補助金等の交付を受ける

場合にあっては、その金額 

（特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止

改修住宅専有部分に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

６５ 略 

 当該改修工事について令附則第１２条第

３１項に規定する補助金等の交付を受ける

場合にあっては、その金額 

 (個人の市民税の税率の特例等) 

７０ 平成２６年度から令和５年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、第１７条第１項第

１号又は第２号に掲げる者に対して課する均

等割の額は、第２２条第１項の規定にかかわら

ず、同項に規定する額に５００円を加算した額

とする。 

る。）」として、同条の規定を適用することがで

きる。 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

５９ 略 

 令附則第１２条第２１項各号のいずれか

に該当する者の住所、氏名及びその者が当該

各号のいずれに該当するかの別 

 当該改修工事について令附則第１２条第

２２項に規定する補助金等の交付又は同項

に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介

護予防住宅改修費の給付を受ける場合にあ

っては、その金額 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告) 

６２ 略 

 当該改修工事について令附則第１２条第

２９項に規定する補助金等の交付を受ける

場合にあっては、その金額 

（特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止

改修住宅専有部分に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

６５ 略 

 当該改修工事について令附則第１２条第

２９項に規定する補助金等の交付を受ける

場合にあっては、その金額 

 (個人の市民税の税率の特例等) 

７０ 平成２６年度から平成３５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、第１７条第１項

第１号又は第２号に掲げる者に対して課する

均等割の額は、第２２条第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する額に５００円を加算した

額とする。 
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尼崎市市税条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１

条第１項に規定する各納期若しくは同条第２

項の規定により市長が定めた納期に係る納期

限後、第３３条の４第１項若しくは第２項ただ

し書、第３３条の５の２若しくは第３３条の５

の５（これらの規定を第３５条の６の２におい

て準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第３３条の６の４第１項（第３３条の６

の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第３３条の８第１項、

第２項、第４項若しくは第６項若しくは第３５

条の６に規定する納期限後、第４５条第１項に

規定する各納期若しくは同条第２項の規定に

より市長が定めた納期に係る納期限後、第６１

条の６第１項に規定する納期限後、第６３条第

２項に規定する納期若しくは同条第３項の規

定により市長が定めた納期に係る納期限後、第

７３条の２に規定する納期限後、第７３条の５

第２項の規定により納税通知書に定められた

納期に係る納期限後、第９５条、第９６条の８

第１項、第９６条の１３第３項若しくは第１０

２条第１項に規定する納期限後若しくは第１

１１条第１項に規定する各納期若しくは同条

第２項の規定により市長が定めた納期に係る

納期限後にその税金を納付し、若しくは納入金

を納入する場合又は第３３条の８第８項に規

定する申告書に係る税金を納付する場合は、当

該税額又は納入金額に、その納期限（当該申告

書に係る税金を納付するときは当該税金に係

る同条第１項、第２項、第４項又は第６項に規

定する納期限、納期限が延長されたときはその

延長後の納期限。第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納入の日ま

での期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１

条第１項に規定する各納期若しくは同条第２

項の規定により市長が定めた納期に係る納期

限後、第３３条の４第１項若しくは第２項ただ

し書、第３３条の５の２若しくは第３３条の５

の５（これらの規定を第３５条の６の２におい

て準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第３３条の６の４第１項（第３３条の６

の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第３３条の８第１項、

第２項、第４項若しくは第６項若しくは第３５

条の６に規定する納期限後、第４５条第１項に

規定する各納期若しくは同条第２項の規定に

より市長が定めた納期に係る納期限後、第６３

条第２項に規定する納期若しくは同条第３項

の規定により市長が定めた納期に係る納期限

後、第７３条の２に規定する納期限後、第７３

条の５第２項の規定により納税通知書に定め

られた納期に係る納期限後、第９５条、第９６

条の８第１項、第９６条の１３第３項若しくは

第１０２条第１項に規定する納期限後若しく

は第１１１条第１項に規定する各納期若しく

は同条第２項の規定により市長が定めた納期

に係る納期限後にその税金を納付し、若しくは

納入金を納入する場合又は第３３条の８第８

項に規定する申告書に係る税金を納付する場

合は、当該税額又は納入金額に、その納期限（当

該申告書に係る税金を納付するときは当該税

金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第６

項に規定する納期限、納期限が延長されたとき

はその延長後の納期限。第１号、第２号及び第

５号において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パー

セント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、

当該各号に定める日又は期限までの期間につ
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号に定める日又は期限までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付書に

よって納付し、又は納入書によって納入しなけ

ればならない。 

 第６１条の６第１項、第７３条の２、第９

５条、第９６条の８第１項又は第１０２条第

１項に規定する申告書に係る税額（次号及び

第７号に掲げる税額を除く。以下この号にお

いて同じ。） 当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日 

 第６１条の６第１項、第７３条の２、第９

５条、第９６条の８第１項若しくは第１０２

条第１項に規定する申告書でその提出期限

後に提出したもの又は第６１条の７第２項、

第７３条の３第２項、第９６条第２項（第９

６条の８第２項において準用する場合を含

む。以下この号において同じ。）若しくは第

１０４条第２項に規定する申告書に係る税

額（第９６条第１項（第９６条の８第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により

提出した申告書又は第９６条第２項に規定

する申告書に係る場合にあっては、次号に掲

げる税額を除く。以下この号において同じ。）

その提出した日（以下この号において「提

出日」という。）（提出日後に当該税額を納

付したときは、その納付の日（提出日の翌

日から１月を経過する日後に納付したとき

は、当該日）） 

 法第４５８条第２項、第６０１条第３項若

しくは第４項（これらの規定を法第６０２条

第２項及び第６０３条の２の２第２項にお

いて準用する場合を含む。)、第６０３条第

３項、第６０３条の２第５項又は第６２９条

第５項の規定によって徴収を猶予した税額

その猶予した期間の末日（以下この号におい

て「猶予期限」という。)（猶予期限後に当

該税額を納付したときは、その納付の日（猶

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付書によって納付し、又は納入書によって納

入しなければならない。 

 第７３条の２、第９５条、第９６条の８第

１項又は第１０２条第１項に規定する申告

書に係る税額（次号及び第７号に掲げる税額

を除く。以下この号において同じ。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過す

る日 

 第７３条の２、第９５条、第９６条の８第

１項若しくは第１０２条第１項に規定する

申告書でその提出期限後に提出したもの又

は第７３条の３第２項、第９６条第２項（第

９６条の８第２項において準用する場合を

含む。以下この号において同じ。）若しくは

第１０４条第２項に規定する申告書に係る

税額（第９６条第１項（第９６条の８第２項

において準用する場合を含む。）の規定によ

り提出した申告書又は第９６条第２項に規

定する申告書に係る場合にあっては、次号に

掲げる税額を除く。以下この号において同

じ。） その提出した日（以下この号におい

て「提出日」という。）（提出日後に当該税額

を納付したときは、その納付の日（提出日の

翌日から１月を経過する日後に納付したと

きは、当該日）） 

 法第６０１条第３項若しくは第４項（これ

らの規定を法第６０２条第２項及び第６０

３条の２の２第２項において準用する場合

を含む。）、第６０３条第３項、第６０３条の

２第５項又は第６２９条第５項の規定によ

って徴収を猶予した税額 その猶予した期

間の末日（以下この号において「猶予期限」

という。）（猶予期限後に当該税額を納付した

ときは、その納付の日（猶予期限の翌日から
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予期限の翌日から１月を経過する日後に納

付したときは、当該日)) 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年

当たりの割合は、うるう年の日を含む期間につ

いても３６５日当たりの割合とする。 

（個人の市民税の申告等） 

第２６条 

５ 第１項又は前項の場合において、前年におい

て支払を受けた給与で所得税法第１９０条の

規定の適用を受けたものを有する第１７条第

１項第１号に掲げる者が第１項の申告書を提

出するときは、法第３１７条の２第１項各号に

掲げる事項のうち省令で定めるものについて

は、省令で定める記載によることができる。 

６・７ 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第２７条の２ 所得税法第１９４条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、省令で定める

ところにより、次の各号に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。 

 当該給与所得者が単身児童扶養者（法第２

９２条第１項第１２号の２に規定する単身

児童扶養者をいう。以下同じ。）に該当する

場合には、その旨 

 略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第２７条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

１月を経過する日後に納付したときは、当該

日）） 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年

当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても３６５日当たりの割合とする。 

（個人の市民税の申告等） 

第２６条 

５・６ 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第２７条の２ 所得税法第１９４条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給

与等の支払者（以下この条において「給与支払

者」という。）から毎年最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、省令で定めるところによ

り、次の各号に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

 略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２７条の３ 所得税法第２０３条の５第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条において「公
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同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）の支

払を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者

であって、扶養親族（控除対象扶養親族（法第

３１４条の２第１項第１１号に規定する控除

対象扶養親族をいう。）を除く。）を有する者若

しくは単身児童扶養者である者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者(以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。)から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、省令で定めるところにより、次の各号

に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年

金等支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 

 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者

に該当する場合には、その旨 

 略 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該公的年

金等支払者を経由して提出した前項又は同条

第１項の規定による申告書に記載した事項と

異動がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６

第２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、省令で定めるところにより、

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した前項又は同条第１項の規定に

よる申告書を提出することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払

者が所得税法第２０３条の６第６項に規定す

的年金等受給者」という。)で市内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き同項の公的年金等の支払者(以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。)から毎年

最初に同項に規定する公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、省令で定めるところによ

り、次の各号に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 略 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該公的年

金等支払者を経由して提出した前項又は同条

第１項の規定による申告書に記載した事項と

異動がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５

第２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、省令で定めるところにより、

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した前項又は同条第１項の規定に

よる申告書を提出することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払

者が所得税法第２０３条の５第５項に規定す
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る納税地の所轄税務署長の承認を受けている

場合には、省令で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。 

（市民税に係る不申告に関する過料） 

第２８条 市民税の納税義務者が第２６条第１

項又は第２項の規定により提出すべき申告書

を正当な理由がなくて提出しなかった場合又

は第２６条第７項の規定により申告すべき事

項について正当な理由がなくて申告しなかっ

た場合においては、その者に対し、１００，０

００円以下の過料を科する。 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第６０条 軽自動車税は、主たる定置場が本市内

に存する３輪以上の軽自動車（法第４４２条第

５号に規定する軽自動車をいう。以下同じ。）

に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環

境性能割によって、軽自動車等（同条第３号に

規定する軽自動車等をいう。以下この節におい

て同じ。）に対し、当該軽自動車等の所有者に

種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「３輪以上の軽自動車

の取得者」という。）には、法第４４３条第２

項に規定する者を含まないものとする。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項

の規定により種別割を課することができない

者である場合には、第１項の規定にかかわら

ず、種別割は、その使用者に課する。ただし、

当該軽自動車等が公用又は公共の用に供する

ものであると市長が認める場合は、この限りで

ない。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６０条の２ 軽自動車等の売買契約において

売主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を３輪以上の軽自動車の取得者又は

る納税地の所轄税務署長の承認を受けている

場合には、省令で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。 

（市民税に係る不申告に関する過料) 

第２８条 市民税の納税義務者が第２６条第１

項又は第２項の規定によって提出すべき申告

書を正当な理由がなくて提出しなかった場合

又は第２６条第６項の規定によって申告すべ

き事項について正当な理由がなくて申告しな

かった場合においては、その者に対し、１００，

０００円以下の過料を科する。 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第６０条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自

動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車

（以下この節において「軽自動車等」という。）

に対し、その所有者（法第４４２条の２第２項

の規定により所有者とみなされる者を含む。第

６９条の２第５項を除き、以下この節において

同じ。）に課する。

２ 軽自動車等の所有者が法第４４３条第１項

の規定によって軽自動車税を課することがで

きない者であるときは、前項の規定にかかわら

ず、軽自動車税は、その使用者に課する。ただ

し、当該軽自動車等が公用又は公共の用に供す

るものであると市長が認める場合は、この限り

でない。
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軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る

軽自動車等について、買主の変更があったと

きは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自

動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」という。）

が、その製造により取得した３輪以上の軽自

動車又はその販売のためその他運行（道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２

条第５項に規定する運行をいう。次項におい

て同じ。）以外の目的に供するため取得した３

輪以上の軽自動車について、当該販売業者等

が、法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前

に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締

結が行われた場合を除く。）には、当該販売業

者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得

した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行

地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、

当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する

者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

環境性能割を課する。

（種別割の課税免除）

第６１条 軽自動車等のうち、商品（規則で定め

るものに限る。第６９条の２第１項において同

じ。）であるもの及び小型特殊自動車（法第４

４２条第６号に規定する小型特殊自動車をい

う。以下同じ。）で農耕作業（刈取脱穀作業を

含む。）の用に供されるもの（以下「農耕作業

用自動車」という。）に対しては、種別割を課

さない。

（環境性能割の課税標準） 

第６１条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以

（軽自動車税の課税免除）

第６１条 軽自動車等のうち、商品（規則で定め

るものに限る。第６９条の２第１項において同

じ。）であるもの及び小型特殊自動車で農耕作

業（刈取脱穀作業を含む。）の用に供されるも

の（以下「農耕作業用自動車」という。）に対

しては、軽自動車税を課さない。
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上の軽自動車の取得のために通常要する価額

として省令で定めるところにより算定した金

額（第６１条の４において「通常の取得価額」

という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第６１条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽

自動車に対して課する環境性能割の税率は、当

該各号に定める率とする。 

 法第４５１条第１項（同条第４項において

読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る３輪以上の軽自動車 １００分の１ 

 法第４５１条第２項（同条第４項において

読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る３輪以上の軽自動車 １００分の２ 

 前２号に掲げる３輪以上の軽自動車以外

の３輪以上の軽自動車 １００分の３ 

（環境性能割の免税点） 

第６１条の４ 通常の取得価額が５０万円以下

である３輪以上の軽自動車に対しては、環境性

能割を課さない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６１条の５ 環境性能割の徴収については、申

告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第６１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第

４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自

動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割

額その他必要な事項を記載した省令で定める

申告書を市長に提出するとともに、その申告に

係る環境性能割額を納付しなければならない。

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の

納税義務者を除く。以下この項において同じ。）

は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上

の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時

又は日までに、当該３輪以上の軽自動車の取得

者が取得した３輪以上の軽自動車について必

要な事項を記載した省令で定める報告書を市
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長に提出しなければならない。 

（環境性能割の期限後申告及び修正申告納付） 

第６１条の７ 前条第１項の規定により同項に

規定する申告書（以下この条において「申告書」

という。）を提出すべき者は、当該申告書の提

出期限後においても、法第４６２条第４項の規

定による決定の通知があるまでの間は、前条第

１項の規定により申告納付することができる。

２ 前条第１項若しくは前項若しくはこの項の

規定により申告書若しくは修正申告書を提出

した者又は法第４６２条第１項から第３項ま

での規定による更正若しくは決定を受けた者

は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更

正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性

能割額について不足額がある場合には、遅滞な

く、省令で定める事項を記載した修正申告書を

市長に提出するとともに、その修正により増加

した環境性能割額を納付しなければならない。

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第６１条の８ 環境性能割の納税義務者が正当

な理由なくて第６１条の６第１項の規定によ

り提出すべき申告書を同項に規定する申告書

の提出期限までに提出しなかった場合におい

ては、その者に対し、１００，０００円以下の

過料を科する。同条第２項の規定による報告を

行わなかった場合においても、同様とする。 

２ 第１８条の４第２項及び第３項の規定は、前

項の過料について準用する。 

（環境性能割の減免） 

第６１条の９ 市長は、自動車（法第１４５条第

３号に規定する自動車をいう。）の取得につい

て県が課すべき自動車税の環境性能割の減免

の例により、環境性能割を減免することができ

る。 

（種別割の税率) 

第６２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、当該軽自動車等の区

分に応じ、１台につき、当該各号に定める額と

（軽自動車税の税率） 

第６２条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げ

る軽自動車等の区分に応じ、１台につき、当該

各号に定める額とする。 
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する。 

 原動機付自転車（法第４４２条第４号に規

定する原動機付自転車をいう。以下同じ。） 

 ２輪の小型自動車（法第４４２条第７号に

規定する２輪の小型自動車をいう。） 年額

６，０００円 

（種別割の賦課期日及び納期） 

第６３条 種別割の賦課期日は、４月１日とす

る。 

２ 種別割の納期は、５月１日から同月末日まで

とする。 

（種別割の徴収の方法等） 

第６５条 種別割の徴収については、普通徴収の

方法による。 

（種別割に関する申告） 

第６７条 種別割の納税義務者である軽自動車

等の所有者又は使用者（以下この節において

「軽自動車等の所有者等」という。）は、当該

軽自動車等の所有者等となった日から１５日

以内に、省令で定める申告書その他市長が必要

と認める書類を市長に提出しなければならな

い。申告書に記載された事項に異動を生じた場

合においても、同様とする。 

（種別割に係る不申告に関する過料） 

第６８条 軽自動車等の所有者等が正当な理由

なくて前条の規定による申告を行わなかった

場合においては、その者に対し、１００，００

０円以下の過料を科する。 

（種別割の減免） 

第６９条 市長は、次のいずれかに該当する場合

において、必要があると認めるときは、種別割

を減免することができる。ただし、第２号に該

当する場合においては、１台分に限るものとす

る。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必

要があると認めるときは、種別割を減免するこ

とができる。 

（原動機付自転車等に係る標識の交付等） 

 原動機付自転車 

 ２輪の小型自動車 年額 ６，０００円 

（軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第６３条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日と

する。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月末日

までとする。 

（軽自動車税の徴収の方法等) 

第６５条 軽自動車税の徴収については、普通徴

収の方法による。 

（軽自動車税に関する申告） 

第６７条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者（以下この節におい

て「軽自動車等の所有者等」という。）は、当

該軽自動車等の所有者等となった日から１５

日以内に、省令で定める申告書その他市長が必

要と認める書類を市長に提出しなければなら

ない。申告書に記載された事項に異動を生じた

場合においても、同様とする。 

（軽自動車税に係る不申告に関する過料） 

第６８条 軽自動車等の所有者等が正当な理由

なく前条の規定による申告を行わなかったと

きは、当該軽自動車等の所有者等に対し、１０

０，０００円以下の過料を科する。 

（軽自動車税の減免） 

第６９条 市長は、次のいずれかに該当する場合

において、必要があると認めるときは、軽自動

車税を減免することができる。ただし、第２号

に該当する場合においては、１台分に限るもの

とする。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必

要があると認めるときは、軽自動車税を減免す

ることができる。 

（原動機付自転車等に係る標識の交付等） 

70



第６９条の２ 主たる定置場が本市内に存する

原動機付自転車又は小型特殊自動車（農耕作業

用自動車を除く。）（商品であるものを除く。以

下この項、次項及び第４項において「原動機付

自転車等」という。）の所有者又は使用者（当

該原動機付自転車等に係る種別割の納税義務

者であるものに限る。）（同項において「所有者

等」という。）は、規則で定めるところにより、

市長からその車体に取り付けるべき標識の交

付を受けなければならない。 

附 則 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

３４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この項において同じ。）に対しては、

当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和２年９月３０日までの間（附

則第３７項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第６０条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

３５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第

６１条の３の規定の適用については、当分の

間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

３６ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

６１条の３の規定の適用については、当分の

間、同条第３号中「１００分の３」とあるのは、

「１００分の２」とする。 

３７ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗

用のものに対する第６１条の３及び前項の規

第1号 100分の1 100 分の 0.5 

第2号 100分の2 100 分の 1 

第3号 100分の3 100 分の 2 

第６９条の２ 主たる定置場が本市内に存する

原動機付自転車又は小型特殊自動車（農耕作業

用自動車を除く。）（商品であるものを除く。以

下この項、次項及び第４項において「原動機付

自転車等」という。）の所有者又は使用者（当

該原動機付自転車等に係る軽自動車税の納税

義務者であるものに限る。）（同項において「所

有者等」という。）は、規則で定めるところに

より、市長からその車体に取り付けるべき標識

の交付を受けなければならない。 

附 則 

３４ 削除 

３５ 削除 

３６ 削除 

３７ 削除 
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定の適用については、当該軽自動車の取得が特

定期間に行われたときに限り、同条第２号及び

同項中「１００分の２」とあるのは、「１００

分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から附則第４１

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６２条の規定の適用については、

当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に

限り、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

４０ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３

０条第３項に規定するガソリン軽自動車をい

う。以下この項及び次項において同じ。）で同

項各号に掲げるものに対する第６２条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が平

成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

（軽自動車税の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が初めて道路運送車両法（昭和２

６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項から附則第４１

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係

る第６２条の規定の適用については、当分の

間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和元年度分の軽自動車税に限り、次表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

４０ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第３

項に規定する軽自動車をいう。以下この項及び

次項において同じ。）で同項各号に掲げるもの

に対する第６２条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日
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該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動

車税の種別割に限り、次表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

４１ ３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）で法附則第３０

条第４項各号に掲げるものに対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

から平成３１年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和元年度分の

軽自動車税に限り、次表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

４１ ３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除く。）で法附則第３０条第４項

各号に掲げるものに対する第６２条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２９年４

月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和元年度分の軽自動車税に限り、次表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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尼崎市市税条例（第３条関係）

改正後 現 行 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

 障害者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。）、未成年者、

寡婦（同項第１１号に規定する寡婦をいう。

以下同じ。）、寡夫（同項第１２号に規定する

寡夫をいう。以下同じ。） 又は単身児童扶養

者（同項第１２号の２に規定する単身児童扶

養者をいう。以下同じ。）（これらの者の前年

（当該年度の初日の属する年の前年をいう。

次項、次款（第２７条の３第２項を除く。）、

第４款及び附則（第３１項を除く。)におい

て同じ。）の合計所得金額（法第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をい

う。以下同じ。）が法第２９５条第１項第２

号に規定する額を超える場合を除く。） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第２７条の２ 

 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当

する場合には、その旨 

附 則 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から附則第４２

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６２条の規定の適用については、

当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

 障害者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。）、未成年者、

寡婦（同項第１１号に規定する寡婦をいう。

以下同じ。）又は寡夫（同項第１２号に規定

する寡夫をいう。以下同じ。）（これらの者の

前年（当該年度の初日の属する年の前年をい

う。次項、次款（第２７条の３第２項を除

く。）、第４款及び附則（第３１項を除く。）

において同じ。）の合計所得金額(法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。以下同じ。)が法第２９５条第１項

第２号に規定する額を超える場合を除く。） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第２７条の２ 

 当該給与所得者が単身児童扶養者（法第２

９２条第１項第１２号の２に規定する単身

児童扶養者をいう。以下同じ。）に該当する

場合には、その旨 

附 則 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から附則第４１

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６２条の規定の適用については、

当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同

74



表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

４２ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもののうち、自家用の乗用の

ものに対する第６２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、附則第３９項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

４３～４８ 略 

４９ 附則第４７項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第２７条第１項に規定する確定申

告書を含む。)に附則第４７項の規定の適用を

受けようとする旨の記載がある場合（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認める場合を含

む。)に限り、適用する。 

５０～５２ 略 

５３ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項並びに附則第５５項及び第５８

項において同じ。）が完了した日から３月以内

に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が耐震基準(法附則第１

５条の９第１項に規定する耐震基準をいう。附

則第５８項において同じ。)に適合することを

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

４２～４７ 略 

４８ 附則第４６項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第２７条第１項に規定する確定申

告書を含む。)に附則第４６項の規定の適用を

受けようとする旨の記載がある場合（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認める場合を含

む。）に限り、適用する。 

４９～５１ 略 

５２ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項並びに附則第５４項及び第５７

項において同じ。）が完了した日から３月以内

に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が耐震基準（法附則第１

５条の９第１項に規定する耐震基準をいう。附

則第５７項において同じ。)に適合することを
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証する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

５４～５６ 略 

５７ 附則第５５項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

５８～６１ 略 

６２ 附則第６０項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６３・６４ 略 

６５ 附則第６３項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６６・６７ 略 

６８ 附則第６６項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６９～７１ 略 

証する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

５３～５５ 略 

５６ 附則第５４項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

５７～６０ 略 

６１ 附則第５９項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６２・６３ 略 

６４ 附則第６２項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６５・６６ 略 

６７ 附則第６５項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６８～７０ 略 
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尼崎市市税条例（第４条関係）

改正後 現 行 

(課税標準額、税額等の端数計算) 

第１５条の２ 

８ 第２項、第３項（市税の確定金額の全額が１

００円未満であるときにおいて、その全額を切

り捨てる部分に限る。）及び第５項から前項ま

での規定の適用については、個人の市民税、第

３０条の２第２項の規定によりこれと併せて

徴収する個人の県民税及び森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第

３号。以下「森林環境税法」という。）第７条

第１項の規定によりこれらと併せて賦課徴収

を行う森林環境税又は固定資産税及び第１１

２条第１項の規定によりこれと併せて徴収す

る都市計画税については、それぞれ１の税とみ

なす。この場合において、特別徴収の方法によ

って徴収する個人の市民税、個人の県民税及び

森林環境税に対する第６項の規定の適用につ

いては、同項中「１，０００円」とあるのは、

「１００円」とする。 

（個人の県民税に係る督促、滞納処分等) 

第１６条の２ 個人の市民税に係る徴収金につ

いて督促状を発し、滞納処分をし、又は交付要

求をする場合には、法又は森林環境税法に特別

の定めがある場合を除くほか、個人県民税徴収

金（法第１条第１項第１４号に規定する地方団

体の徴収金で個人の県民税に係るものをい

う。）及び森林環境税徴収金（森林環境税法第

２条第５号に規定する森林環境税に係る徴収

金をいう。以下同じ。）について併せて督促状

を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするも

のとする。 

（税額控除） 

第２５条 

５ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、令で定めるところによ

(課税標準額、税額等の端数計算) 

第１５条の２ 

８ 第２項、第３項（市税の確定金額の全額が１

００円未満であるときにおいて、その全額を切

り捨てる部分に限る。）及び前３項の規定の適

用については、個人の市民税とこれと併せて徴

収する個人の県民税、固定資産税とこれと併せ

て徴収する都市計画税については、それぞれ１

の税とみなす。この場合において、特別徴収の

方法によって徴収する個人の市民税とこれと

併せて徴収する個人の県民税については、第６

項中「１，０００円」とあるのは、「１００円」

とする。 

（個人の県民税に係る督促、滞納処分等) 

第１６条の２ 個人の市民税に係る徴収金につ

いて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付を

求める場合においては、特別の規定がある場合

を除く外、当該個人の県民税についてあわせて

督促状を発し、滞納処分をし、及び交付を求め

るものとする。 

（税額控除） 

第２５条 

５ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、令で定めるところによ
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り、同項の納税義務者に対しその控除すること

ができなかった金額を還付する。この場合にお

いて、当該納税義務者の同項の申告書に係る年

度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森

林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地

方団体徴収金（法第１条第１項第１４号に規定

する地方団体の徴収金をいう。以下同じ。）若

しくは森林環境税徴収金（以下この項において

「徴収金等」という。）があるときは、法第１

７条の２の２の規定にかかわらず、当該納税義

務者は、市長に対し、当該還付をすべき金額（徴

収金等に係る金額に相当する額を限度とす

る。）により徴収金等を納付し、又は納入する

ことを委託したものとみなす。 

（個人の市民税の徴収等の方法） 

第３０条の２ 個人の市民税の徴収については、

第３３条の２、第３３条の６の２第１項、第３

３条の６の５第１項又は第３５条の４の規定

により特別徴収の方法による場合を除くほか、

普通徴収の方法による。 

２ 個人の県民税及び森林環境税は、法又は森林

環境税法に特別の定めがある場合を除くほか、

個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併

せて賦課し、徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ） 

第３３条の６ 個人の市民税の納税者が給与の

支払を受けなくなったこと等により給与所得

に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった場合には、特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法に

よって徴収されないこととなった日後におい

て到来する第３１条の納期があるときはその

それぞれの納期において、その日以後に到来す

る同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の

方法によって徴収する。 

２ 第３３条の５第１項の規定により変更され

り、同項の納税義務者に対しその控除すること

ができなかった金額を還付し、又は当該納税義

務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県

民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納

税義務者の未納に係る徴収金に充当するもの

とする。 

（個人の市民税の徴収等の方法) 

第３０条の２ 個人の市民税の徴収については

第３３条の２、第３３条の６の２第１項、第３

３条の６の５第１項又は第３５条の４の規定

によって特別徴収の方法による場合を除くほ

か普通徴収の方法による。 

２ 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課

し、及び徴収する場合に併せて賦課し、徴収す

る。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ) 

第３３条の６ 個人の市民税の納税者が給与の

支払を受けなくなったこと等により給与所得

に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった場合においては、

特別徴収の方法によって徴収されないことと

なった日後において到来する第３１条の納期

がある場合においては、それぞれの納期におい

て、その日以後に到来する同条の納期がない場

合においては、直ちに普通徴収の方法によって

徴収する。 

２ 第３３条の５第１項の規定によって変更さ
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た給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の

市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から納入された給与所得に係る特別徴収税額

が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る

特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)に

は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７

条の規定の例により、当該納税者に還付する。

この場合において、当該納税者の未納に係る地

方団体徴収金があるときは、当該還付すべき税

額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金（以下「特定過

誤納金」という。）とみなして、同条第３項、

第６項及び第７項の規定を適用することがで

きるものとし、当該特別徴収義務者について法

第１７条から第１７条の２の２までの規定の

適用はないものとする。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ） 

第３３条の６の７ 法第３２１条の７の７第１

項又は第３項（これらの規定を法第３２１条の

７の８第３項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定により特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった金額に相当す

る税額は、その特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった日以後において到来する

第３１条第１項の納期がある場合にはそのそ

れぞれの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の

方法によって徴収する。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個人

の市民税の納税者について、既に特別徴収義務

者から納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係

る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与

所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）

においては、当該過納又は誤納に係る税額は、

法第１７条又は第１７条の２の規定によって

当該納税者に還付し、又は未納に係る徴収金に

充当する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ) 

第３３条の６の７ 法第３２１条の７の７第１

項又は第３項（これらの規定を法第３２１条の

７の８第３項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定により特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった金額に相当す

る税額は、その特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった日以後において到来する

第３１条第１項の納期がある場合においては

そのそれぞれの納期において、その日以後に到

来する同項の納期がない場合においては直ち

に、普通徴収の方法によって徴収する。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。)の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る
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仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超え

る場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）には、当該過納又は誤納に係る

税額は、法第１７条の規定の例により、当該特

別徴収対象年金所得者に還付する。この場合に

おいて、当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る地方団体徴収金があるときは、当該還付す

べき税額は、特定過誤納金とみなして、第１７

条の２の２第３項、第６項及び第７項の規定を

適用することができるものとし、当該特別徴収

義務者について法第１７条から第１７条の２

の２までの規定の適用はないものとする。 

仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超え

る場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）においては、当該過納又は誤納

に係る税額は、法第１７条又は第１７条の２の

規定によって当該納税者に還付し、又は未納に

係る徴収金に充当する。 
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尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例（平成３０年尼崎市条例第３４号）（第５条関係）

改正後 現 行 

第２条 

 第３３条の８に次の８項を加える。 

１９ 法第３２１条の８第４３項に規定する特

定法人である内国法人（法第２９２条第１項第

３号イに規定する内国法人をいう。以下同じ。）

は、第１項、第２項、第４項又は第６項から第

９項までの規定により、これらの規定による申

告書（以下この条において「納税申告書」とい

う。）により行うこととされている法人の市民

税の申告については、第１項、第２項、第４項

又は第６項から第９項までの規定にかかわら

ず、省令で定めるところにより、納税申告書に

記載すべきものとされている事項（次項及び第

２１項において「申告書記載事項」という。）

又は添付書類記載事項（法第３２１条の８第４

２項に規定する添付書類記載事項をいう。以下

この項及び次項において同じ。）を、地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機

構を経由して行う方法により市長に提供する

ことにより、行わなければならない。ただし、

当該申告のうち添付書類（法第３２１条の８第

４２項に規定する添付書類をいう。次項におい

て同じ。）に係る部分については、添付書類記

載事項を記録した光ディスク、磁気テープその

他の省令で定める記録用の媒体を市長に提出

する方法により、行うことができる。 

２０ 前項の規定により行われた同項の申告に

ついては、申告書記載事項が記載された納税申

告書により、又はこれに添付書類記載事項が記

載された添付書類を添付して行われたものと

みなして、この条例又はこの条例に基づく規則

の規定を適用する。 

２１ 第１９項の規定により行われた同項の申

告は、申告書記載事項が機構電子計算機に備え

第２条 

 第３３条の８に次の３項を加える。 

１９ 法第３２１条の８第４３項に規定する特

定法人である内国法人（法第２９２条第１項第

３号イに規定する内国法人をいう。）は、第１

項、第２項、第４項又は第６項から第９項まで

の規定により、これらの規定による申告書（以

下この項及び次項において「納税申告書」とい

う。）により行うこととされている法人の市民

税の申告については、第１項、第２項、第４項

又は第６項から第９項までの規定にかかわら

ず、省令で定めるところにより、納税申告書に

記載すべきものとされている事項（次項におい

て「申告書記載事項」という。）又は添付書類

記載事項（法第３２１条の８第４２項に規定す

る添付書類記載事項をいう。次項において同

じ。）を、地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、機構を経由して行う方法その

他省令で定める方法により市長に提供するこ

とにより、行わなければならない。 

２０ 前項の規定により行われた同項の申告に

ついては、申告書記載事項が記載された納税申

告書により、又はこれに添付書類記載事項が記

載された添付書類(法第３２１条の８第４２項

に規定する添付書類をいう。)を添付して行わ

れたものとみなして、この条例又はこの条例に

基づく規則の規定を適用する。 

２１ 第１９項の規定により行われた同項の申

告は、機構電子計算機に備えられたファイルへ
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られたファイルへの記録がされた時に市長に

到達したものとみなす。 

２２ 第１９項の内国法人が、電気通信回線の故

障、災害その他の理由により地方税関係手続用

電子情報処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の規定を適

用しないで納税申告書を提出することができ

ると認められる場合において、同項の規定を適

用しないで納税申告書を提出することについ

て市長の承認を受けたときは、市長が指定する

期間内に行う同項の申告については、同項から

前項までの規定は、適用しない。法第３２１条

の８第４６項後段に規定する申告についても、

同様とする。 

２３ 前項前段の承認を受けようとする内国法

人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書

に省令で定める書類を添付して、第２号に掲げ

る期間の開始の日の１５日前まで（同項に規定

する理由が生じた日が第１項の規定による申

告書（法人税法第７４条第１項の規定により法

人税に係る申告書を提出する義務がある法人

が、当該申告書の提出期限までに提出すべきも

のに限る。）又は第４項、第６項若しくは第９

項の規定による申告書の提出期限の１５日前

の日以後である場合において、当該提出期限が

当該期間内にあるときは、当該開始の日まで）

に、これを市長に提出しなければならない。 

 前項前段の規定の適用を受けることが必

要となった事情 

 前項前段の規定による指定を受けようと

する期間 

 その他省令で定める事項 

２４ 第２２項の規定の適用を受けている内国

法人は、第１９項の申告につき第２２項の規定

の適用を受けることをやめようとするときは、

その旨その他省令で定める事項を記載した届

出書を市長に提出しなければならない。 

２５ 第２２項前段の規定の適用を受けている

の記録がされた時に市長に到達したものとみ

なす。 
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内国法人につき、法第３２１条の８第５１項の

処分又は前項の届出書の提出があったときは、

これらの処分又は届出書の提出があった日の

翌日以後の第２２項前段の期間内に行う第１

９項の申告については、第２２項前段の規定

は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同

日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、

この限りでない。 

２６ 第２２項後段の規定の適用を受けている

内国法人につき、第２４項の届出書の提出又は

法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項

（同法第８１条の２４の３第２項においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の処分が

あったときは、これらの届出書の提出又は処分

があった日の翌日以後の法第３２１条の８第

４６項後段の期間内に行う第１９項の申告に

ついては、第２２項後段の規定は、適用しない。

ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同条

第４６項後段の書類を提出したときは、この限

りでない。 

付 則 

１ 略 

 第２条中尼崎市市税条例第７１条第４項

の改正規定及び付則第１３項の規定 令和

元年１０月１日 

 第２条中尼崎市市税条例第１７条第５項

の改正規定及び同条例第３３条の８に８項

を加える改正規定並びに付則第５項の規定

 令和２年４月１日 

 第３条(次号に掲げる改正規定を除く。)

及び付則第１４項から第１６項までの規定

 令和２年１０月１日 

 第３条中尼崎市市税条例第１８条第２項、

第２１条及び第２５条第１項の改正規定並

びに付則第４項の規定 令和３年１月１日 

 第４条及び付則第１７項から第１９項ま

付 則 

１ 略 

 第２条中尼崎市市税条例第７１条第４項

の改正規定及び付則第１３項の規定 平成

３１年１０月１日 

 第２条中尼崎市市税条例第１７条第５項

の改正規定及び同条例第３３条の８に３項

を加える改正規定並びに付則第５項の規定

 平成３２年４月１日 

 第３条(次号に掲げる改正規定を除く。)

及び付則第１４項から第１６項までの規定

 平成３２年１０月１日 

 第３条中尼崎市市税条例第１８条第２項、

第２１条及び第２５条第１項の改正規定並

びに付則第４項の規定 平成３３年１月１

日 

 第４条及び付則第１７項から第１９項ま
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での規定 令和３年１０月１日 

 第５条及び付則第２０項の規定 令和４

年１０月１日 

３ 改正後の条例第２６条第１項ただし書の規

定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

４ 第３条の規定による改正後の尼崎市市税条

例第１８条第２項、第２１条及び第２５条第１

項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和２年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。

５ 第２条の規定による改正後の尼崎市市税条

例第１７条第５項及び第３３条の８第１９項

から第２６項までの規定は、令和２年４月１日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税及

び同日以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人の市民税及び同日前に開始し

た連結事業年度分の法人の市民税については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

６ 改正後の条例附則第１０項第１号の規定は、

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)

以後に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律(平成３０年法律第３号。以下「平成３

０年改正法」という。)第１条の規定による改

正後の地方税法(昭和２５年法律第２２６号)

(以下「改正後の法」という。)附則第１５条第

２項第１号に掲げる施設又は設備に対して課

する令和元年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、施行日前に取得された同号に掲

げる施設又は設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

８ 改正後の条例附則第１０項第４号の規定は、

施行日以後に取得された改正後の法附則第１

５条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対

での規定 平成３３年１０月１日 

 第５条及び付則第２０項の規定 平成３

４年１０月１日 

３ 改正後の条例第２６条第１項ただし書の規

定は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成３０年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

４ 第３条の規定による改正後の尼崎市市税条

例第１８条第２項、第２１条及び第２５条第１

項の規定は、平成３３年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成３２年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

５ 第２条の規定による改正後の尼崎市市税条

例第１７条第５項及び第３３条の８第１９項

から第２１項までの規定は、平成３２年４月１

日以後に開始する事業年度分の法人の市民税

及び同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の市民税について適用し、同日前に開始した

事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始

した連結事業年度分の法人の市民税について

は、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

６ 改正後の条例附則第１０項第１号の規定は、

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)

以後に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律(平成３０年法律第３号。以下「平成３

０年改正法」という。)第１条の規定による改

正後の地方税法(昭和２５年法律第２２６号)

(以下「改正後の法」という。)附則第１５条第

２項第１号に掲げる施設又は設備に対して課

する平成３１年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、施行日前に取得された同号に

掲げる施設又は設備に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

８ 改正後の条例附則第１０項第４号の規定は、

施行日以後に取得された改正後の法附則第１

５条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対
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して課する令和元年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、施行日前に取得された同

項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

９ 改正後の条例附則第１０項第１３号から第

１５号までの規定は、施行日以後に取得された

改正後の法附則第１５条第３２項に規定する

特定再生可能エネルギー発電設備に対して課

する令和元年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、施行日前に取得された同項に規

定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

１３ 令和元年１０月１日前に課した、又は課す

べきであった市たばこ税については、なお従前

の例による。 

１４ 令和２年１０月１日前に課した、又は課す

べきであった市たばこ税については、なお従前

の例による。 

１５ 令和２年１０月１日前に対象売渡し等が

行われた改正後の法第４６４条第１項第１号

に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」と

いう。)を同日に販売のため所持する卸売販売

業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第５１条

第９項の規定により製造たばこの製造者とし

て当該製造たばこを同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税が課されることと

なるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者

等である場合は本市内に所在する当該製造た

ばこの貯蔵場所において、これらの者が小売販

売業者である場合は本市内に所在する当該製

造たばこを直接管理する営業所において所持

されるものに限る。)を同日に本市内に営業所

が所在する小売販売業者に売り渡したものと

して課する平成３１年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、施行日前に取得された

同項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課

する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

９ 改正後の条例附則第１０項第１３号から第

１５号までの規定は、施行日以後に取得された

改正後の法附則第１５条第３２項に規定する

特定再生可能エネルギー発電設備に対して課

する平成３１年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、施行日前に取得された同項に

規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 

１３ 平成３１年１０月１日前に課した、又は課

すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。 

１４ 平成３２年１０月１日前に課した、又は課

すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。 

１５ 平成３２年１０月１日前に対象売渡し等

が行われた改正後の法第４６４条第１項第１

号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」

という。)を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又は小売販売業者がある場合におい

て、これらの者が所得税法等改正法附則第５１

条第９項の規定により製造たばこの製造者と

して当該製造たばこを同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税が課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業

者等である場合は本市内に所在する当該製造

たばこの貯蔵場所において、これらの者が小売

販売業者である場合は本市内に所在する当該

製造たばこを直接管理する営業所において所

持されるものに限る。)を同日に本市内に営業

所が所在する小売販売業者に売り渡したもの
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みなして、これらの者に市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる製造たばこの

本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，００

０本につき４３０円とする。 

１７ 令和３年１０月１日前に課した、又は課す

べきであった市たばこ税については、なお従前

の例による。 

１８ 令和３年１０月１日前に対象売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５１条第１１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出した

ものとみなして同項の規定によりたばこ税が

課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該製造たばこ(これらの者

が卸売販売業者等である場合は本市内に所在

する当該製造たばこの貯蔵場所において、これ

らの者が小売販売業者である場合は本市内に

所在する当該製造たばこを直接管理する営業

所において所持されるものに限る。)を同日に

本市内に営業所が所在する小売販売業者に売

り渡したものとみなして、これらの者に市たば

こ税を課する。この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売り渡したものとみなされる

製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率

は、１，０００本につき４３０円とする。 

２０ 令和４年１０月１日前に課した、又は課す

べきであった市たばこ税については、なお従前

の例による。 

とみなして、これらの者に市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準

は、当該売り渡したものとみなされる製造たば

この本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，

０００本につき４３０円とする。 

１７ 平成３３年１０月１日前に課した、又は課

すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。 

１８ 平成３３年１０月１日前に対象売渡し等

が行われた製造たばこを同日に販売のため所

持する卸売販売業者等又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第５１条第１１項の規定により製造た

ばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税

が課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ(これらの

者が卸売販売業者等である場合は本市内に所

在する当該製造たばこの貯蔵場所において、こ

れらの者が小売販売業者である場合は本市内

に所在する当該製造たばこを直接管理する営

業所において所持されるものに限る。)を同日

に本市内に営業所が所在する小売販売業者に

売り渡したものとみなして、これらの者に市た

ばこ税を課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税

率は、１，０００本につき４３０円とする。 

２０ 平成３４年１０月１日前に課した、又は課

すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７３号 所 管 福祉課 

件 名 尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成３０年法律第６６号）の施行により、災害弔慰金の支給等に関す

る法律が改正され、災害援護資金の貸付けに係る据置期間経過後の利率については条

例で定めることとされたため、本条例において改めて当該利率の規定を行うもの。 

併せて、被災者支援の充実を図る観点から、災害弔慰金の支給等に関する法律施行

令の一部を改正する政令（平成３１年政令第１６号）が施行され、災害援護資金の貸

付けに係る運用の見直しが行われたため、当該内容に合わせた規定の整備を行うも

の。 

２ 改正内容 

 連帯保証人及び貸付利率 

現行、災害援護資金の貸付けを受ける際の要件としている連帯保証人の擁立につ

いて、必須要件としないこととする。 

併せて、改正前の法規定と同様に年３％としている据置期間経過後の貸付利率に

ついて、次のとおり改める。 

 ア 連帯保証人を立てる場合 無利子 

イ 連帯保証人を立てない場合 年１％ 

 償還方法 

現行、年賦又は半年賦元利均等償還としている償還方法について、新たに月賦元

利均等償還を加える。 

 延滞利率 

貸付金を定められた期限までに償還しない場合等に生じる違約金に係る延滞利

率について、「１０．７５％」から「５％」に改める。 

３ 施行期日 

  公布の日。 

  なお、連帯保証人及び貸付利率に係る改正は平成３１年４月１日以後に生じた災害

に係る災害援護資金の貸付けについて、延滞利率に係る改正は平成３１年４月１日以

後の期間に対応するものについて適用する。 
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尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例 

改正後 現 行

（資金の償還期間等） 

第１１条 資金の償還期間は、１０年間（据置

期間を含む。）とする。 

２ 前項の据置期間は、３年間（市長が特に必

要があると認める場合は、５年間）とする。

３ 資金の償還は、年賦、半年賦又は月賦によ

る元利均等償還の方法によるものとする。た

だし、資金の貸付けを受けた者（以下「借受

人」という。）は、いつでも繰上償還をするこ

とができる。 

（貸付利率） 

第１２条 資金は、次条第１項の規定により保

証人を立てる場合は無利子とし、その他の場

合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経

過後はその貸付利率を延滞の場合を除き年１

パーセントとする。 

（連帯保証人） 

第１３条 資金の貸付けを受けようとする者

は、次の各号に掲げる要件を備えると市長が

認める保証人を立てることができる。 

 独立の生計を営んでいること。 

 資金の償還に関して保証するに足りる資

力を有していること。 

 資金の貸付けを受けていないこと。 

２ 前項の保証人は、借受人と連帯して債務を

負担するものとし、その範囲は、第１６条第

１項の違約金を含むものとする。 

（削る） 

（貸付けの条件等） 

第１１条 資金の貸付条件は、次のとおりとす

る。 

 貸付利率 年３パーセント（据置期間中

は、無利子） 

 償還期間 １０年（うち３年間（市長が

特に必要と認める場合は、５年間）は、据

置期間） 

 償還方法 年賦又は半年賦元利均等償還 

２ 資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」

という。）は、前項第２号の規定にかかわらず、

いつでも繰上償還をすることができる。 

（連帯保証人） 

第１２条 資金の貸付けを受けようとする者

は、次の各号に掲げる資格を有する保証人１

人を立てなければならない。 

 独立の生計を営んでいる者 

 資金の償還について弁済の資力を有する

者 

 資金の貸付けを受けていない者 

２ 前項の保証人は、借受人と連帯して債務を

負担するものとし、その範囲は、第１６条の

規定による違約金を含むものとする。 

（資金の貸付決定等） 

第１３条 資金の貸付けの決定は、貸付けを受
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（償還期限前の償還） 

第１４条 市長は、借受人が偽りその他不正な

手段により資金の貸付けを受けたとき又は貸

し付けられた資金（以下「貸付金」という。）

を定められた方法により償還しなかったとき

は、第１１条第１項の規定にかかわらず、借

受人に対し、貸付金の全部又は一部を一時に

償還させることができる。 

（償還の免除又は猶予） 

第１５条 市長は、借受人が死亡したとき又は

借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受

けたため貸付金を償還することができなくな

ったと認められるときは、貸付金の償還未済

額の全部又は一部の償還を免除することがで

きる。ただし、第１３条第１項の規定により

立てられた保証人が貸付金の償還未済額を償

還することができると認められる場合は、こ

の限りでない。 

２ 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他や

むを得ない理由により、借受人が定められた

償還期限までに貸付金を償還することが著し

く困難になったと認められるときは、貸付金

の全部又は一部の償還を猶予することができ

る。 

３ 前項の規定により貸付金の償還が猶予され

たときは、貸付金の利子の計算については、

その償還が猶予された貸付金は、猶予前の償

還期限に償還されたものとみなす。 

（違約金） 

第１６条 市長は、借受人が定められた償還期

限までに貸付金を償還せず、又は第１４条の

規定により一時に償還すべきこととされた貸

付金を支払わなかったときは、定められた償

けようとする者の借受けの申込みによって市

長が行う。 

２ 市長は、前項の申込みがあったときは、貸

付けの可否を決定し、その旨を申込者に通知

するものとする。 

（期限前の償還） 

第１４条 市長は、借受人が偽りその他不正な

手段により貸付けを受けたとき、又は貸し付

けられた資金（以下「貸付金」という。）を定

められた方法により償還しなかつたときは、

第１１条第１項第２号の規定にかかわらず、

借受人に対し、貸付金の全部又は一部を一時

に償還させることができる。 

（償還の免除又は猶予） 

第１５条 市長は、借受人が死亡したとき、又

は精神若しくは身体に著しい障害を受けたた

め貸付金を償還することができなくなったと

認められるときは、貸付金の償還未済額の全

部又は一部の償還を免除することができる。

ただし、第１２条に定める保証人が貸付金の

償還未済額を償還することができると認めら

れる場合は、この限りでない。 

２ 市長は、盗難、疾病、負傷その他やむを得

ない理由により、借受人が定められた償還期

限までに貸付金を償還することが著しく困難

になったと認められるときは、貸付金の全部

又は一部の償還を猶予することができる。 

３ 前項の規定により貸付金の償還が猶予され

たときは、貸付金の利息の計算については、

当該償還が猶予された貸付金は、猶予前の償

還期日に償還されたものとみなす。 

（違約金） 

第１６条 市長は、借受人が定められた償還期

限までに貸付金を償還せず、又は第１４条の

規定により一時に償還すべきこととされた貸

付金を支払わなかったときは、定められた償
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還期限の翌日から支払の日までの日数に応

じ、その延滞した元利金額につき年５パーセ

ントの割合で計算した額の違約金を支払わせ

るものとする。ただし、天災その他特別の理

由があると市長が認めるときは、この限りで

ない。 

２ 前項の違約金の額の計算に係る年当たりの

割合は、うるう年の日を含む期間についても

３６５日当たりの割合とする。 

（報告の聴取等） 

第１７条 市長は、第２条の遺族、障害者、第

９条の世帯主又は借受人に対し、弔慰金若し

くは見舞金の支給又は資金の貸付け若しくは

貸付金の償還に関し必要な報告又は書類の提

出を求めることができる。 

還期限の翌日から支払の日までの日数に応

じ、その延滞した元利金額につき年１０．７

５パーセントの割合で計算した違約金を支払

わせることができる。ただし、天災その他特

別の理由があると市長が認めるときは、この

限りでない。 

２ 前項に規定する違約金の額の計算に係る年

当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

（報告の聴取等） 

第１７条 市長は、遺族又は障害者に対し、弔

慰金又は見舞金の支給について必要な報告又

は書類の提出を求めることができる。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７４号 所 管 お客さまサービス課 

件 名 尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の施行により、指定給水

装置工事事業者の指定の適正化及び資質の維持・向上を図ることを目的に、指定給水

装置工事事業者の指定について、５年の更新制度が導入されるため、当該更新申請に

係る手数料を新たに規定するもの。 

併せて、当該更新申請と手数料算定の対象となる事務が同一である新規指定に係る

手数料について改定するもの。 

２ 主な改正内容 

改正後 現行 

区分 手数料 区分 手数料 

指定給水装置工事事

業者の指定及び更新

の申込みを行う者 

１件につき 

１０，０００円 

指定給水装置工事事

業者の指定の申込み

を行う者 

１件につき 

１０，４３０円 

３ 施行期日 

  令和元年１０月１日 
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尼崎市水道事業給水条例 

改正後 現 行

（手数料）

第４０条 管理者に対し次の各号に掲げる事

務を請求しようとする者は、当該事務の区分

に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付

しなければならない。 

 第９条第１項の工事の設計又は同条第

２項の工事の設計審査 次表の左欄に掲

げる工事の種別及び同表の中欄に掲げる

量水器の口径の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる額 

工事の種別 量水器の口径 金額（1給水装置

につき） 

 第９条第２項の工事検査 次表の左欄

に掲げる工事の種別及び同表の中欄に掲

げる量水器の口径の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる額 

工事の種別 量水器の口径 金額（1給水装置

につき） 

 法第１６条の２第１項の指定又は法第

２５条の３の２第１項の更新の申請に対

する審査 １件につき １０，０００円 

２ 手数料は、前項各号に掲げる事務の請求を

行う際に納付しなければならない。ただし、

管理者が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

３ 既納の手数料は、還付しない。ただし、管

理者が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（手数料）

第４０条 管理者は、次の各号の一に該当する

者からは、それぞれ当該各号に定める手数料

を、申込みの際、徴収する。ただし、管理者

が特別の理由があると認めた申込者からは、

申込み後、徴収することができる。 

 第９条第１項の工事の設計又は同条第

２項の工事の設計審査を申し込む者 

工事の種別 量水器の口径 手数料（1給水装

置につき） 

 第９条第２項の工事検査を申し込む者 

工事の種別 量水器の口径 手数料（1給水装

置につき） 

 法第１６条の２第１項の指定の申込み

を行う者 １件につき１０,４３０円 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、管

理者が特別の理由があると認めたときは、こ

の限りでない。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７５号 所 管 建築指導課 

件 名 尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例について 

内       容

１ 制定理由 

ＪＲ尼崎駅南側の住工複合地において、土地利用誘導方針に基づき、既存工場等

の操業環境に配慮しながら、利便性の高いことによる魅力やにぎわいを創出するま

ちづくりの観点を重視した都市機能の集積を目的に、旅館・ホテル等の誘導を行う

ため、用途地域を補完する特別用途地区（都市機能誘導特別用途地区）の指定に係

る都市計画の変更について尼崎市都市計画審議会に付議し、答申を得たところであ

る。 

当該都市機能誘導特別用途地区について、その目的の達成に必要な建築物等の用

途の制限及び緩和を行うため、建築基準法第４９条の規定に基づき条例を制定する

もの。 

２ 主な制定内容 

 適用区域及び地区の区分 

 裏面別図のとおり 

 建築物等の用途の制限 

ア 一般地区内においては、次に掲げる建築物等は建築してはならない。 

(ｱ) 火薬類（玩具煙火を除く。）、マッチの製造等、住環境形成に影響のある工

場 

(ｲ) 一定の数量を超える危険物（火薬類（玩具煙火を除く。）、マッチ及び可燃

性ガス）の貯蔵・処理施設 

(ｳ) 一日当たりの処理能力が一定の数量を超える廃プラスチック類の破砕・焼

却施設等の産業廃棄物処理施設 

 イ 沿道地区内においては、次に掲げる建築物等は建築してはならない。 

 (ｱ) 一般地区内に建築してはならない建築物等 

(ｲ) 住宅及び有料老人ホーム等、居住のための居室等を持つ施設 

 建築物の用途の緩和 

  適用区域内においては、旅館・ホテル営業の用に供する建築物（簡易宿泊営業や

下宿営業を除く。）を建築することができる。 

３ 施行期日 

 令和元年８月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７６号 所 管 住宅政策課 

件 名 尼崎市住宅政策審議会条例について 

内       容

１ 制定理由 

  尼崎市住宅マスタープランの策定に関する事項その他の本市における住宅政策に

関する重要な事項について調査審議を行うにあたり、地方自治法第１３８条の４第３

項の規定による付属機関として、審議会を設置するための条例を制定するもの。 

２ 主な制定内容 

 設置（第１条） 

 尼崎市住宅マスタープランの策定に関する事項その他の本市における住宅政策

に関する重要な事項を調査審議させるため、市長の付属機関として尼崎市住宅政策

審議会を置く。 

 組織（第２条） 

  ア 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

  イ 委員は、学識経験者、市議会議員、市民の代表者その他市長が適当と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

  ウ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を置くことがで

きる。 

 任期（第３条） 

委員の任期は２年とし、再任することを妨げない。 

３ 本条例制定に伴う所要の整備 

  本条例の施行により、「尼崎市営住宅等審議会」を廃止する。 

４ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市営住宅等審議会条例 

現 行

（設置） 

第１条 本市が設置する市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、再開発住宅、従前居住者用住

宅及び特定公共賃貸住宅並びに尼崎市立尼崎稲葉荘団地(以下「市営住宅等」という。)の管理

に関する重要な事項を調査審議させるため、市長の付属機関として、尼崎市営住宅等審議会(以

下「審議会」という。)を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員は、市営住宅等の管理に関する重要な事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるも

のとする。 

（会長） 

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務

を代理する。 

（招集） 

第４条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、

又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７７号 所 管 放置自転車対策担当 

件 名
尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例及び尼崎市指定管理者

選定委員会条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

塚口駅南自転車駐車場については、従前より尼崎中高年事業株式会社に公有財産の

使用を許可し、自転車駐車場の管理運営をしてきたところであるが、その管理形態に

ついて、他の市所有の自転車等駐車場と同様に市立の駐車場として位置付けるととも

に指定管理者による管理を行うため、規定の整備を行うもの。 

２ 改正内容 

 尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例 

阪急塚口駅南自転車駐車場を市立施設として追加するとともに、その管理運営を

指定管理者に行わせるため、別表第１中に「尼崎市立阪急塚口駅南自転車駐車場」

を追記する。 

 尼崎市指定管理者選定委員会条例 

尼崎市指定管理者選定委員会が指定管理者の選定に関する事項を調査審議する

対象施設に尼崎市立阪急塚口駅南自転車駐車場を追加する。 

また、当該駐車場は市内の北東部地域に位置するため、既存のＪＲ尼崎駅北自転

車駐車場及びＪＲ尼崎駅南自転車駐車場と合わせて一の指定管理者対象施設とみ

なすとともに、その選定委員会の設置については、他の地域における自転車駐車場

と合わせて一の施設とみなして行う。 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 

ただし、尼崎市指定管理者選定委員会条例の改正については公布の日 
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尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（第１条関係） 

改正後 現 行

別表第１ 

名称 位置 自転車等

の種別 

尼崎市立JR尼崎駅

北自転車駐車場 

尼崎市潮江1丁目 自転車 

尼崎市立阪急塚口

駅南自転車駐車場

尼崎市南塚口町2

丁目 

自転車 

尼崎市立出屋敷駅

北自転車駐車場 

尼崎市竹谷町2丁

目 

自転車 

別表第１ 

名称 位置 自転車等

の種別 

尼崎市立JR尼崎駅

北自転車駐車場 

尼崎市潮江1丁目 自転車 

尼崎市立出屋敷駅

北自転車駐車場 

尼崎市竹谷町2丁

目 

自転車 
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尼崎市指定管理者選定委員会条例（第２条関係） 

改正後 現 行

別表第１ 

１～２４ 略 

２５ 尼崎市立 JR尼崎駅南自転車駐車場、尼崎

市立 JR 尼崎駅北自転車駐車場及び尼崎市立

阪急塚口駅南自転車駐車場（以下「JR尼崎駅

等自転車駐車場」という。） 

２６～３１ 略 

備考 略 

別表第２ 

１～１３ 略 

１４ 立花駅等自転車駐車場、JR尼崎駅等自転

車駐車場及び出屋敷駅自転車駐車場 

１５～１９ 略 

備考 略 

別表第１ 

１～２４ 略 

２５ 尼崎市立 JR 尼崎駅南自転車駐車場及び

尼崎市立 JR 尼崎駅北自転車駐車場（以下「JR

尼崎駅自転車駐車場」という。） 

２６～３１ 略 

備考 略 

別表第２ 

１～１３ 略 

１４ 立花駅等自転車駐車場、JR尼崎駅自転車

駐車場及び出屋敷駅自転車駐車場 

１５～１９ 略 

備考 略 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７８号 所 管 公園維持課 

件 名
尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容

１ 改正理由 

  令和元年１０月から予定されている消費税率の改定へ対応し、魚釣施設及び駐車場

を利用する場合並びに占用して使用する場合の利用料金の上限額を改定するもの。 

２ 改正内容 

 魚釣施設の利用料金の上限額 

利用区分 単位 改正後 現行 

釣り以外に利用する場

合 
１人１回 

大人 209 円 205 円

小人 104 円 102 円

釣りを行うた

めに利用する

場合 

基本 

使用料 

１人１回４時間以

内 

大人 838 円 822 円

小人 419 円 411 円

超過 

使用料 

１人４時間を超え

る１時間ごとに 

大人 209 円 205 円

小人 104 円 102 円

 駐車場の利用料金の上限額 

駐車時間 
大型自動車以外 大型自動車 

改正後 現行 改正後 現行 

３０分未満 102円 100円 204円 200円

３０分以上１時間未満 204円 200円 408円 400円

１時間以上１時間３０分未満 305円 300円 611円 600円

１時間３０分以上２時間未満 408円 400円 815円 800円

２時間以上６時間未満 509円 500円 1,018円 1,000円

６時間以上７時間未満 611円 600円 1,223円 1,200円

７時間以上８時間未満 713円 700円 1,426円 1,400円

８時間以上 815円 800円 1,630円 1,600円

 魚釣施設等を占用して使用する場合の利用料金の上限額 

行為 単位 改正後 現行 

行商、募金、出店等 占用面積１㎡につき 1日 3,142 円 3,085 円

業としての写真の撮影 写真機１台につき１日 2,095 円 2,057 円

業として映画等の撮影 １日 10,476 円 10,285 円

展示会、集会等 占用面積１㎡につき１日 104 円 102 円

その他 占用面積１㎡につき１日 209 円 205 円

３ 施行期日 令和元年１０月１日 
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尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行

（利用料金） 

第１９条  

３ 利用料金は、別表第１及び別表第２に定め

る額並びに別表第３に定める額に１０５分の

１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）の

範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。利用料金

の額を変更しようとするときも、同様とする。

別表第１ 

有料施

設等の

名称 

利用区分 単位 金額 

魚

釣

施

設

展 望

台 

連 絡

橋 

釣台

釣り以外に利用

する場合 

1人1回 大人 209円

小人 104円

釣 り を

行 う た

め に 利

用 す る

場合 

基本使

用料 

1人1回4

時間以内

大人 838円

小人 419円

超過使

用料 

1人4時間

を超える

1時間ご

とに 

大人 209円

小人 104円

軟式野

球場 

 1時間 2,500円

備考 略 

別表第２ 

有 料

施 設

等 の

名称

駐車時間 金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自動

車 

駐 車

場 

30分未満 102円 204円

30分以上1時間未満 204円 408円

1時間以上1時間30分 305円 611円

（利用料金） 

第１９条  

３ 利用料金は、別表第１及び別表第２に定め

る額並びに別表第３に定める額に１０５分の

１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）の

範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。利用料金

の額を変更しようとするときも、同様とする。

別表第１ 

有料施

設等の

名称 

利用区分 単位 金額 

魚

釣

施

設

展 望

台 

連 絡

橋 

釣台

釣り以外に利用

する場合 

1人1回 大人 205円

小人 102円

釣 り を

行 う た

め に 利

用 す る

場合 

基本使

用料 

1人1回4

時間以内

大人 822円

小人 411円

超過使

用料 

1人4時間

を超える

1時間ご

とに 

大人 205円

小人 102円

軟式野

球場 

 1時間 2,500円

備考 略 

別表第２ 

有 料

施 設

等 の

名称

駐車時間 金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自動

車 

駐 車

場 

30分未満 100円 200円

30分以上1時間未満 200円 400円

1時間以上1時間30分 300円 600円
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未満 

1時間30分以上2時間

未満 

408円 815円

2時間以上6時間未満 509円 1,018円

6時間以上7時間未満 611円 1,223円

7時間以上8時間未満 713円 1,426円

8時間以上 815円 1,630円

備考 略 

未満 

1時間30分以上2時間

未満 

400円 800円

2時間以上6時間未満 500円 1,000円

6時間以上7時間未満 600円 1,200円

7時間以上8時間未満 700円 1,400円

8時間以上 800円 1,600円

備考 略 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７９号 所 管 予防課 

件 名 尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

  消防法において、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及

び取扱所の所有者等は、別に定める技術上の基準を満たし、市町村長から設置許可等

を受けることが義務付けられており、当該設置許可等に係る審査及び検査に対する手

数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、各容量の区分等

にしたがって、その標準額が定められている。 

本市においても、その標準額に合わせて、条例にて手数料を定めているが、この度、

当該政令が改正されるため、それに合わせた改正を行うもの。 

２ 改正内容 

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可

申請に対する審査に係る手数料のうち、次に該当するものについて、それぞれ引上げ

を行う。 

種別 改正後 現行 

危険物の貯蔵最大数量が１万キロリッ

トル以上５万キロリットル未満のもの 
1,590,000 円／件 1,580,000 円／件 

危険物の貯蔵最大数量が５万キロリッ

トル以上 10 万キロリットル未満のも

の 

1,950,000 円／件 1,940,000 円／件 

危険物の貯蔵最大数量が 10 万キロリ

ットル以上 20 万キロリットル未満の

もの 

2,270,000 円／件 2,260,000 円／件 

３ 施行期日 

  令和元年１０月１日 
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尼崎市消防関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

別表 

種別 金額 

３ 略 

 略 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000 キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000 キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000 キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

1 件 1,590,000 円 

1 件 1,950,000 円 

1 件 2,270,000 円 

別表 

種別 金額 

３ 略 

 略 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000 キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000 キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000 キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

1 件 1,580,000 円 

1 件 1,940,000 円 

1 件 2,260,000 円 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８０号 所 管 予防課 

件 名 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

内       容

１ 改正理由 

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部を改正する省令（平成３１年総務省令第１１号）の施行により、住宅用防災警報

器等を設置しないことができる要件が追加されたため、その内容に合わせた規定整備

を行うとともに、今後の民泊の普及拡大に向け、木造共同住宅等の一部に民泊施設が

設置された場合の自動火災報知設備の設置義務に係る規定整備を行うもの。 

併せて、工業標準化法の改正に伴う所要の整備を行うもの。 

２ 主な改正内容 

 住宅用防災警報器等を設置しないことができる要件の追加 

特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合には、住宅用火災警報器の設

置を免除できる取扱いについて、既に運用にて実施しているところであるが、今回

の省令改正により、当該取扱いが省令にて改めて規定されたため、本条例において

も同様に当該免除規定の明文化を行う。 

 今後の民泊の普及拡大への対応 

現在、消防法施行令の基準以上に、本市独自で自動火災報知設備の設置を義務付

けている、２００㎡以上の木造共同住宅等について、その一部に民泊施設が設置さ

れた場合にも、当該建物全体を対象に自動火災報知設備の設置を義務付ける。 

 工業標準化法の改正に伴う整備 

第１７条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

３ 施行期日 

公布の日 

  ただし、工業標準化法の改正に伴う改正については、令和元年７月１日 
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尼崎市火災予防条例 

改正後 現 行

（避雷設備） 

第１７条 避雷設備の位置及び構造は、消防長

が指定する日本産業規格に適合するものとし

なければならない。 

（設置の免除） 

第３０条の５ 略 

 スプリンクラー設備（標示温度が７５度

以下で種別が１種の閉鎖型スプリンクラー

ヘッドを備えているものに限る。）を令第

１２条に定める技術上の基準に従い、又は

当該技術上の基準の例により設置したと

き。 

 共同住宅用スプリンクラー設備（特定共

同住宅等における必要とされる防火安全性

能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令（平成１７年総務省令第４０号。以

下「特定共同住宅等省令」という。）第２

条第１３号に規定する共同住宅用スプリン

クラー設備をいう。）を特定共同住宅等省

令第３条第３項第２号に定める技術上の基

準に従い、又は当該技術上の基準の例によ

り設置したとき。 

 共同住宅用自動火災報知設備（特定共同

住宅等省令第２条第１４号に規定する共同

住宅用自動火災報知設備をいう。）を特定

共同住宅等省令第３条第３項第３号に定め

る技術上の基準に従い、又は当該技術上の

基準の例により設置したとき。 

 住戸用自動火災報知設備（特定共同住宅

等省令第２条第１５号に規定する住戸用自

動火災報知設備をいう。）を特定共同住宅

等省令第３条第３項第４号に定める技術上

の基準に従い、又は当該技術上の基準の例

により設置したとき。 

 特定小規模施設用自動火災報知設備（特

定小規模施設における必要とされる防火安

（避雷設備） 

第１７条 避雷設備の位置及び構造は、消防長

が指定する日本工業規格に適合するものとし

なければならない。 

（設置の免除） 

第３０条の５ 略 

 スプリンクラー設備（標示温度が７５度

以下で作動時間が６０秒以内の閉鎖型スプ

リンクラーヘッドを備えているものに限

る。）を令第１２条に定める技術上の基準

に従い、又は当該技術上の基準の例により

設置したとき。 

 共同住宅用スプリンクラー設備（特定共

同住宅等における必要とされる防火安全性

能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令（平成１７年総務省令第４０号。以

下「特定共同住宅等省令」という。）第２

条第１３号に規定するものをいう。）を特

定共同住宅等省令第３条第３項第２号に定

める技術上の基準に従い、又は当該技術上

の基準の例により設置したとき。 

 共同住宅用自動火災報知設備（特定共同

住宅等省令第２条第１４号に規定するもの

をいう。）を特定共同住宅等省令第３条第

３項第３号に定める技術上の基準に従い、

又は当該技術上の基準の例により設置した

とき。 

 住戸用自動火災報知設備（特定共同住宅

等省令第２条第１５号に規定するものをい

う。）を特定共同住宅等省令第３条第３項

第４号に定める技術上の基準に従い、又は

当該技術上の基準の例により設置したと

き。 
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全性能を有する消防の用に供する設備等に

関する省令（平成２０年総務省令第１５６

号）第２条第２号に規定する特定小規模施

設用自動火災報知設備をいう。）を同令第

３条第２項に定める技術上の基準若しくは

同条第３項の規定に基づき消防庁長官が定

める技術上の基準に従い、又はこれらの技

術上の基準の例により設置したとき。 

 複合型居住施設用自動火災報知設備（複

合型居住施設における必要とされる防火安

全性能を有する消防の用に供する設備等に

関する省令（平成２２年総務省令第７号)

第２条第２号に規定する複合型居住施設用

自動火災報知設備をいう。）を同令第３条

第２項に定める技術上の基準に従い、又は

当該技術上の基準の例により設置したと

き。 

（自動火災報知設備に関する基準） 

第４０条 次の各号に掲げる防火対象物には、

自動火災報知設備を設けなければならない。 

 令別表第１ 項ロに掲げる防火対象物

（主要構造部を耐火構造としたもの及び建

築基準法第２条第９号の３イ又はロのいず

れかに該当するものを除く。）で、その延

べ面積が２００平方メートル以上であるも

の 

 小規模特定用途複合防火対象物（省令第

１３条第１項第２号に規定する小規模特定

用途複合防火対象物をいう。以下同じ。）

で令別表第１ 項ロに掲げる防火対象物の

用途に供される部分が存するもの（主要構

造部を耐火構造としたもの及び建築基準法

第２条第９号の３イ又はロのいずれかに該

当するものを除く。）のうち、その延べ面

積が２００平方メートル以上であり、かつ、

当該用途に供される部分の床面積の合計が

当該延べ面積の１０分の９以上であるもの 

 複合型居住施設用自動火災報知設備（複

合型居住施設における必要とされる防火安

全性能を有する消防の用に供する設備等に

関する省令（平成２２年総務省令第７号)

第２条第２号に規定するものをいう。）を

同令第３条第２項に定める技術上の基準に

従い、又は当該技術上の基準の例により設

置したとき。 

（自動火災報知設備に関する基準） 

第４０条 次の各号に掲げる防火対象物又はそ

の部分には、自動火災報知設備を設けなけれ

ばならない。 

 令別表第１ 項ロに掲げる防火対象物

（主要構造部を耐火構造としたもの又は建

築基準法第２条第９号の３イ若しくはロの

いずれかに該当するものを除く。）で、延

べ面積が２００平方メートル以上のもの 
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 小規模特定用途複合防火対象物又は令別

表第１ 項ロに掲げる防火対象物（主要構

造部を耐火構造としたもの及び建築基準法

第２条第９号の３イ又はロのいずれかに該

当するものを除く。）のうち、同表 項又

は 項に掲げる用途に供する部分の上階を

同表 項ロに掲げる用途に供するもので、

その延べ面積が３００平方メートル以上で

あるもの 

 小規模特定用途複合防火対象物又は令別

表第１ 項ロに掲げる防火対象物で、その

延べ面積が１，０００平方メートル以上で

あるもの 

２ 前項の規定により設ける自動火災報知設備

は、令第２１条第２項及び第３項並びに省令

第２３条（第４項第１号ヘを除く。）、第２

４条及び第２４条の２の規定の例により設置

し、及び維持しなければならない。 

  この場合において、省令第２４条第５号ロ

及びハ中「部分（前条第４項第１号ヘに掲げ

る部分を除く。）」とあるのは「部分」と、

同号二中「階（前条第４項第１号ヘに掲げる

部分を除く。）」とあるのは「階」と、同条

第５号の２ロ（イ）及び（ロ）中「部分（前

条第４項第１号ヘに掲げる部分を除く。）」

とあるのは「部分」と、同条第８号の２イ中

「階（前条第４項第１号ヘに掲げる部分を除

く。）」とあるのは「階」とする。 

 令別表第１ 項ロに掲げる防火対象物

（主要構造部を耐火構造としたもの又は建

築基準法第２条第９号の３イ若しくはロの

いずれかに該当するものを除く。）のうち、

同表 項及び 項に掲げる用途に供する部

分の上階を同表 項ロに掲げる用途に供す

るもので、延べ面積が３００平方メートル

以上のもの 

 令別表第１ 項ロに掲げる防火対象物

で、延べ面積が１，０００平方メートル以

上のもの 

２ 前項の規定により設ける自動火災報知設備

は、令第２１条第２項及び第３項並びに省令

第２３条、第２４条及び第２４条の２の規定

の例により設置し、及び維持しなければなら

ない。 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８１号 所 管 大規模市有地活用担当 

件 名 財産の譲与について 

内       容

１ 譲与の目的 

旧若葉小学校の校舎等について、学校法人平成医療学園が運営する宝塚医療大学の

施設として使用するため。 

２ 譲与する財産 

旧若葉小学校の敷地内に存置している校舎等のうち、児童ホーム及びこどもクラブ

を除く一式。（位置図は別図参照） 

所在 種類 構造 延床面積（㎡） 

尼崎市道意町

６丁目６番３ 

校舎 ４棟 鉄筋コンクリート造 ４，２５８

屋内運動場 鉄筋コンクリート造   ９２６

プール － ５５３

その他施設一式 － － 

３ 譲与の相手方 

  大阪市北区豊崎７丁目７番１７号 

学校法人平成医療学園 

    理事長 岸野 雅方 

４ 選定方法 

応募があった１事業者の提案について、若葉小学校敷地活用事業者選定委員会にて

書類審査とヒアリングを実施し、市が策定した土地活用方針「教育をはじめ南部地域

の活性化につながる施設等の誘致」の実現が見込まれるとの審査結果が示されたこと

から、当該事業者を優先交渉権者として選定した。 
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（議案説明資料） 

別図１ 

別図２ 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８２号 所 管
施設課、施設整備担当、設
備整備担当 

件 名 工事請負契約の変更について（旧若草中学校解体工事） 

内       容

１ 変更理由 

  平成３０年度労務・材料等単価を適用して設計を行っている当該工事について、平

成３１年３月から適用される公共工事設計労務単価の上昇を受け、技能労働者の適切

な賃金水準を確保するため、平成３１年３月からの労務・材料等単価を適用すること

に伴い、契約金額を増額する必要が生じたため。 

２ 契約の相手方 

尼崎市杭瀬本町２丁目１８番１７号 

三永建設興業株式会社 代表取締役 堀尾 雅則 

３ 契約金額 

変更前 ２０３，０４０，０００円 

変更後 ２０６，０５４，２８０円 

増 額   ３，０１４，２８０円 

（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

４ 変更内容 

平成３１年３月からの労務・材料等単価の適用 

５ 契約工期 

  平成３１年３月８日から令和元年１０月１９日まで（変更なし） 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８３号 所 管 青少年課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立ユース交流センター） 

内       容

１ 施設名及び所在地 

尼崎市立ユース交流センター 

尼崎市若王寺２丁目１８番４号 

２ 指定管理者 

尼崎市上坂部３丁目３番１６号 

 尼崎ユースコンソーシアム 

代表者

西宮市甲風園１丁目３番１２号

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー

理事長 松本 学 

３ 指定期間 

  令和元年１０月１日から令和６年３月３１日まで（４年６か月間） 

４ 選定方法 

  平成３１年１月７日から２月１３日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレ

ゼンテーションによる審査を実施し、選定した。 

 【選定基準】 

①市民の平等な利用が確保されるものであるか 

②ユース交流センターの効用を最大限に発揮させるものであるか 

③ユース交流センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

④ユース交流センターの管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

５ 応募団体 ４団体 

６ 選定理由 

  尼崎ユースコンソーシアムは、選定委員会において設けた４つの選定基準におい

て、総合的に優れた評価を得たことにより、ユース交流センターの指定管理者として

適切であると判断した。 
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応募者一覧 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

１

ユースホステル兵庫事業連合 

代
表
者

一般財団法人日本ユ

ースホステル協会 

代表理事 

寺島 眞 

東京都渋谷区代々木神園町３番

１号国立オリンピック記念青少

年総合センター内 

構
成
員

兵庫県ユースホステ

ル協会 

理事長 

 小西 庸夫 

神戸市中央区下山手通４丁目１

６－３兵庫県民会館７階 

２

尼崎ユースコンソーシアム 

代
表
者

特定非営利活動法人

ブレーンヒューマニ

ティー 

理事長

松本 学 
西宮市甲風園１丁目３番１２号 

構
成
員

一般社団法人ポノポ

ノプレイス 

代表理事 

吹野 加代 

尼崎市東園田町３丁目３０番地

の１４ 

構
成
員

特定非営利活動法人

み・らいず 

代表理事 

 河内 崇典 

大阪市住之江区南加賀屋４丁目

４番１９号 

構
成
員

特定非営利活動法人

こうべユースネット 

理事長 

 辻 幸志 

神戸市中央区雲井通５丁目１番

２号神戸市青少年会館内 

３ 株式会社ハウスビルシステム 
代表取締役 

 坂下 芳史 

大阪市北区梅田１丁目２番２－

１２００号 

４
特定非営利活動法人シンフォ

ニー 

理事 

 山崎 勲 

尼崎市御園町５番地尼崎土井ビ

ルディング２階Ａ号室 
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８４号 所 管 住宅整備担当 

件 名 事業契約の変更について（市営武庫３住宅第１期建替事業） 

内       容 

１ 変更理由 

時友住宅建替事業の契約期間末に向けて、事業契約書に基づき物価変動等に伴う契

約金額の増額のため事業契約の変更を行うもの。 

２ 契約の相手方 

株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式会社吉川組、株式会社市浦ハウジン

グ＆プランニング大阪支店、株式会社アクロスコーポレイション及び株式会社セノオ

商会を構成企業とするグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄谷 順一郎 

３ 契約金額 

変更前 ５，５００，０２９，２００円 

変更後 ５，５０５，６６３，８２３円 

増 額     ５，６３４，６２３円 

※ 金額は消費税等相当額８％を含む。ただし、入居者移転支援業務に係る経費

に一部消費税等対象外経費あり。 

４ 変更内容  

物価変動等に伴う契約金額の増額 

５ 契約期間 

平成２６年１０月８日から令和元年９月３０日まで（変更なし） 
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（議案説明資料）

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８５号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の認定及び廃止について 

内       容 

１ 理由 

道路法第８条第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）

の規定により、市道路線を認定及び廃止するため、議決を求めるもの。 

２ 対象路線 

認定しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ８ ６ ４ 号 線 武庫之荘８丁目１５６－１ ～ 同１５６－２ 

廃止しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

森１９号の１笠ノ池線 森字笠ノ池８４０－１ ～ 同２５９－３ 
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市道路線の認定図
Ｎ

山陽新幹
線

凡例

新規認定路線

新規認定路線
道路予定地

既認定路線

武庫之荘8丁目

市立
武庫体育館

市営時友住宅
建替事業地

県立武庫荘
総合高等学校

起点

起点

終点

終点

市営時友住宅
建替事業地

市営時友住宅
建替事業地

新規認定路線
(4736)市道第864号線
幅員 = 6.00ｍ
延長 = 102.69ｍ
起終点地番：武庫之荘8丁目156-1～同156-2

別　図
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市道路線の廃止図

廃止路線

既認定路線

凡例

廃止路線
(0970)森19号の1笠ノ池線
幅員 = 4.90ｍ
延長 = 51.81ｍ
起終点地番：森字笠ノ池840-1～同259-3
（現：南塚口町1丁目256-8～同255-5）

塚口町1丁目

阪急電鉄神戸線

塚
口
さ
ん
さ
ん
タ
ウ
ン

南塚口町1丁目

Ｎ

起点終点

起点終点

別　図
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８６号 所 管 消防局企画管理課 

件 名 物件の買入れについて（３５ｍはしご付消防自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  火災等の災害現場に出動しているはしご付消防自動車が、令和元年度にＮＯx・Ｐ

Ｍ法（自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法）による規制を受け使用出来なくなることから、消防力を

強化し、人命救助等の消防活動を迅速かつ的確に行うため、現有車両を更新するもの。

２ 買入れの方法 

  随意契約 

３ 買入れの金額 

  ２１９，８９０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

４ 買入れの相手方 

三田市テクノパーク２番地の３ 

  株式会社モリタ 関西支店 

  支店長 合田  努 

５ 買入れ物件の内容 

  ３５ｍはしご付消防自動車 １台 

６ 納期 

  令和２年２月７日 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

（株）モリタ関西支店 199,900,000 決定

開　札　結　果　表

開札年月日 平成３１年４月２４日

件　　　　　名 　３５ｍはしご付消防自動車

見　　積　　者　　名 第１回目見積金額（円）

（株）モリタ関西支店 落　札　金　額 199,900,000円

予　定　価　格 203,636,364円 最 低 制 限 価 格

落　札　者　名
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（議案説明資料） 

＜令和元年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８７号 所 管 消防局企画管理課 

件 名 物件の買入れについて（高規格救急自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  災害等により発生した傷病者を、医療機関に搬送する高規格救急自動車２台が、経

年劣化していることから、消防力を強化し、市内で発生した救急事案に、迅速かつ的

確に対応するため現有車両を更新するもの。

２ 買入れの方法 

  指名競争入札 

３ 買入れの金額 

  ６１，８２０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

４ 買入れの相手方 

  神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

   兵庫トヨタ自動車株式会社 特販営業所 

   所長 白 根 浩 司 

５ 買入れ物件の内容 

  高規格救急自動車 ２台 

６ 納期 

  令和２年２月２８日 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

見　　積　　者　　名 第１回目見積金額（円）

兵庫トヨタ自動車（株）
特販営業所

落　札　金　額 56,200,000円

予　定　価　格 60,000,000円 最 低 制 限 価 格

落　札　者　名

開　札　結　果　表

開札年月日 平成３１年４月２４日

件　　　　　名 　高規格救急自動車

キンパイ商事（株） 62,000,000 ※予定価格超過

兵庫トヨタ自動車（株）特販営業所 56,200,000 決定

平尾自動車工業（株） 62,000,000 ※予定価格超過

（株）赤尾大阪営業部 64,200,000 ※予定価格超過
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